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北九州市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例をここに公

布する。 

令和４年１０月１２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市条例第２０号 

北九州市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例 

（北九州市職員の定年等に関する条例の一部改正） 

第１条 北九州市職員の定年等に関する条例（昭和５８年北九州市条例第１２

号）の一部を次のように改正する。 

  題名の次に次の目次及び章名を付する。 

 目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 定年制度（第２条―第５条） 

第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６条―第１１条） 

第４章 定年前再任用短時間勤務制（第１２条） 

第５章 雑則（第１３条） 

付則 

第１章 総則 

  第１条中「）第２８条の２第１項から第３項まで及び第２８条の３」を「

。以下「法」という。）第２２条の４第１項及び第２項、第２８条の２、第

２８条の５、第２８条の６第１項から第３項まで並びに第２８条の７の規定

並びに附則第２１項から第２３項まで」に改め、同条の次に次の章名を付す

る。 

第２章 定年制度 

  第３条本文中「６０年」を「６５年」に改め、同条ただし書中「６５年」

を「７０年」に改める。 

  第４条第１項各号列記以外の部分中「次の各号のいずれかに該当する」を

「次に掲げる事由がある」に、「その職員に」を「同条の規定にかかわらず

、当該職員に」に、「その職員を当該職務」を「当該職員を当該定年退職日

において従事している職務」に、「引き続いて」を「、引き続き」に改め、

同項に次のただし書を加える。 

ただし、第９条各項の規定により異動期間（同条第１項に規定する異動

期間をいう。以下この項及び次項において同じ。）（同条各項の規定によ

り延長された異動期間を含む。）を延長した職員であって、定年退職日に

おいて管理監督職（第６条各号に掲げる職をいう。以下同じ。）を占めて
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いる職員については、第９条第１項又は第２項の規定により当該定年退職

日まで当該異動期間を延長した場合であって、引き続き勤務させることに

ついて人事委員会の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職

員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年

を超えることができない。 

第４条第１項第３号を削り、同項第２号中「その職員」を「当該職員」に

、「できないとき」を「できず公務の運営に著しい支障が生ずること」に改

め、同号を同項第３号とし、同項第１号中「その」を「当該」に、「により

」を「による欠員を容易に補充することができず」に、「とき」を「こと」

に改め、同号を同項第２号とし、同号の前に次の１号を加える。 

（１） 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害とな

る特別の事情があるため、当該職員の退職により公務の運営に著しい支

障が生ずること。 

第４条第２項本文中「前項の事由」を「前項各号に掲げる事由」に、「存

する」を「ある」に、「１年」を「これらの期限の翌日から起算して１年」

に改め、同項ただし書中「その」を「当該」に改め、「定年退職日」の次に

「（同項ただし書に規定する職員にあっては、当該職員が占めている管理監

督職に係る異動期間の末日）」を加え、同条第３項中「引き続いて」を「引

き続き」に改め、「には」の次に「、あらかじめ」を加え、同条第４項中「

任命権者は」の次に「、第１項の規定により引き続き勤務することとされた

職員及び第２項の規定により期限が延長された職員について」を加え、「第

１項の事由が存しなくなった」を「第１項各号に掲げる事由がなくなった」

に、「その」を「当該」に、「繰り上げて退職させることができる」を「繰

り上げるものとする」に改める。 

本則に次の３章を加える。 

第３章 管理監督職勤務上限年齢制 

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職） 

第６条 法第２８条の２第１項の条例で定める職は、次に掲げる職（第３条

ただし書の医師及び歯科医師が占める職並びに臨時的に置かれる職として

人事委員会規則で定める職を除く。）とする。 

（１） 北九州市職員の給与に関する条例（昭和３８年北九州市条例第２

４号）第１１条の管理職手当の支給を受ける職員の職 

（２） 北九州市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

（昭和３８年北九州市条例第１２２号）第４条の管理職手当の支給を受

ける職員の職 
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（３） 北九州市交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭

和３９年北九州市条例第１０７号）第４条の管理職手当の支給を受ける

職員の職 

（４） 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給与に

関する条例（平成２８年北九州市条例第５７号）第１７条第１項の管理

職手当の支給を受ける職員の職 

（５） 北九州市公営競技局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

（平成３０年北九州市条例第２２号）第４条の管理職手当の支給を受け

る職員の職 

（６） 前各号に掲げるもののほか、これらに相当する職として人事委員

会規則で定める職 

（管理監督職勤務上限年齢） 

第７条 法第２８条の２第２項の管理監督職勤務上限年齢（以下「管理監督

職勤務上限年齢」という。）は、年齢６０年とする。 

（他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準） 

第８条 任命権者は、法第２８条の２第１項本文の他の職への降任又は転任

（以下「他の職への降任等」という。）を行うに当たっては、法第１３条

、第１５条、第２３条の３、第２７条第１項及び第５６条に定めるものの

ほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。 

  （１） 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づ

き、降任又は転任（以下「降任等」という。）をしようとする職の属す

る職制上の段階の法第１５条の２第１項第５号に規定する標準職務遂行

能力（以下「標準職務遂行能力」という。）及び当該降任等をしようと

する職についての適性を有すると認められる職に降任等をすること。 

（２） 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又

は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうち

できる限り上位の職制上の段階に属する職に降任等をすること。 

（３） 当該職員の降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職

が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占

めていた職員（以下「上位職職員」という。）の他の職への降任等もす

る場合には、第１号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考

慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をし

た職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階よ

り下位の職制上の段階に属する職に降任等をすること。 

（管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の
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特例） 

第９条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員に

ついて、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監

督職に係る異動期間（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達

した日の翌日から同日以後における最初の４月１日までの間をいう。以下

同じ。）の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に

定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退

職日までの期間内。第３項において同じ。）で当該異動期間を延長し、引

き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務

をさせることができる。 

（１） 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害とな

る特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運

営に著しい支障が生ずること。 

（２） 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるた

め、当該職員の他の職への降任等による欠員を容易に補充することがで

きず公務の運営に著しい支障が生ずること。 

（３） 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、

当該職員の他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず

公務の運営に著しい支障が生ずること。 

２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定によ

り延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員につい

て、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の

承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超

えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長され

た当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第４項におい

て同じ。）で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただ

し、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職

に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により異動期間を延長することができる場合

を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群（職務の内容が相互

に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充するこ

とができない年齢別構成その他の特別な事情がある管理監督職として人事

委員会規則で定める管理監督職をいう。以下同じ。）に属する管理監督職

を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属す

る職制上の段階の標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を
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有すると認められる職員（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢

に達した職員を除く。）の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情が

あるため、当該職員の他の職への降任等による欠員を容易に補充すること

ができず公務の運営に著しい支障が生ずると認めるときは、当該職員が占

める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない

期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職

員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監

督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任

することができる。 

４ 任命権者は、第１項若しくは第２項の規定により異動期間（これらの規

定により延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員

について前項に規定する事由があると認めるとき（第２項の規定により延

長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。）、又は

前項若しくはこの項の規定により異動期間（前３項又はこの項の規定によ

り延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員につい

て前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認

を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えな

い期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。 

（異動期間の延長等に係る職員の同意） 

第１０条 任命権者は、前条各項の規定により異動期間を延長する場合及び

同条第３項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらか

じめ、職員の同意を得なければならない。 

（異動期間の延長事由が消滅した場合の措置） 

第１１条 任命権者は、第９条各項の規定により異動期間を延長した場合に

おいて、当該異動期間の末日の到来前に同条第１項各号に掲げる事由又は

同条第３項に規定する事由がなくなったと認めるときは、当該職員につい

て他の職への降任等をするものとする。 

第４章 定年前再任用短時間勤務制 

第１２条 任命権者は、年齢６０年に達した日以後に退職（臨時的に任用さ

れる職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

が退職する場合を除く。）をした者（以下この条において「年齢６０年以

上退職者」という。）を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定め

る情報に基づく選考により、短時間勤務の職（当該職を占める職員の一週

間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時

間勤務の職と同種の職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比
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し短い時間である職をいう。以下この条において同じ。）に採用すること

ができる。ただし、年齢６０年以上退職者がその者を採用しようとする短

時間勤務の職に係る定年退職日相当日（短時間勤務の職を占める職員が、

常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めて

いるものとした場合における定年退職日をいう。）を経過した者であると

きは、この限りでない。 

第５章 雑則 

（委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 

付則に次の３項を加える。 

（定年に関する経過措置） 

３ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における第３条の

規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条本

文中「６５年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句とし、同条た

だし書中「７０年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで ６１年 ６６年

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６２年 ６７年

令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６３年 ６８年

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６４年 ６９年

（情報の提供及び勤務の意思の確認）

４ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法律に

より任期を定めて任用される職員、非常勤職員並びに第３条ただし書の医

師及び歯科医師を除く。以下同じ。）が年齢６０年に達する日の属する年

度の前年度（当該前年度に職員でなかった者で、当該前年度の末日後に採

用された職員にあっては当該職員が採用された日から同日の属する年度の

末日までの期間、異動等により当該前年度の末日を経過することとなった

職員にあっては当該職員の異動等の日が属する年度（当該日が年度の初日

である場合は、当該年度の前年度））において、当該職員に対し、当該職

員が年齢６０年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の

内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後

における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

（北九州市職員の給与に関する条例の一部改正）
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第２条 北九州市職員の給与に関する条例（昭和３８年北九州市条例第２４号 

）の一部を次のように改正する。

第８条第３項中「の定める」を「で定める」に改め、同条第４項、第６項

及び第１０項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第１４項を次のよう

に改める。 

１４ 法第２２条の４第１項の規定により採用された職員（以下「定年前再

任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、当該定年前再任用短時間

勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる

基準給料月額のうち、第１項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職

員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第２条第４項の規定によ

り定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項の

規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

  第８条の２第１項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第３項を削る 

 。 

第８条の３を削る。 

  第１５条第１項第１号中「料金（以下」を「料金（第３号及び次項第１号

において」に改め、同項第２号中「以下」の次に「この条において」を加え

、同条第２項第１号本文中「その者」を「当該職員」に改め、「以下」の次

に「この号において」を加え、同号ただし書中「以下」の次に「この号及び

第３号において」を加え、「その者」を「当該職員」に改め、同項第２号ア

からスまで以外の部分中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間

勤務職員」に改め、同項第３号中「その者」を「当該職員」に改める。 

  第１８条第１項本文中「場合は」を「場合には」に改め、同条第３項中「

再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第

４項中「（前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」を削り、

「場合は」を「場合には」に改める。 

  第２３条第３項中「第１１条の２」を「第８条第２項から第１３項まで、

第１１条の２」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改

める。 

  第２５条の３第１項中「の定める」を「で定める」に改め、同条第２項中

「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  付則に次の１０項を加える。 

  （定年引上げに伴う措置） 

５９ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後におけ

る最初の４月１日（付則第６３項において「特定日」という。）以後当該
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職員に適用される給料表の給料月額のうち、第８条第１項の規定により当

該職員の属する職務の級並びに同条第２項、第３項、第５項、第６項及び

第１０項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に１００分の７０

を乗じて得た額（当該額に１００円未満の端数を生じたときは、これを１

００円に切り上げるものとする。）とする。 

６０ 育児短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中

「）とする」とあるのは、「）に、算出率を乗じて得た額とする」とする   

 。 

６１ 付則第５９項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

（１） 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用さ

れる常勤職員及び非常勤職員 

（２） 北九州市職員の定年等に関する条例（昭和５８年北九州市条例第

１２号。次号において「定年条例」という。）第３条ただし書に規定す

る職員 

（３） 定年条例第９条第１項又は第２項の規定により同条第１項に規定

する異動期間（同項又は同条第２項の規定により延長された期間を含む

。）を延長された定年条例第６条第１号に規定する職を占める職員 

 ６２ 付則第５９項の規定により職員の給料月額の改定を行うときは、法第

４９条第２項の規定による請求があった場合を除き、同条第１項の説明書

を交付しない。 

６３ 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員であ

って、当該他の職への降任等をされた日（以下この項及び付則第６５項に

おいて「異動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受

ける職員のうち、特定日に付則第５９項の規定により当該職員の受ける給

料月額（以下この項において「特定日給料月額」という。）が異動日の前

日に当該職員が受けていた給料月額に１００分の７０を乗じて得た額（当

該額に１００円未満の端数を生じたときは、これを１００円に切り上げる

ものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。）に達しない

こととなる職員（人事委員会規則で定める職員を除く。）には、当分の間

、特定日以後、付則第５９項の規定により当該職員の受ける給料月額のほ

か、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支

給する。 

６４ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料

月額との合計額が第８条第１項の規定により当該職員の属する職務の級に

おける最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用につ

15



いては、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第８条

第１項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料

月額と付則第５９項の規定により当該職員の受ける給料月額」とする。 

６５ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（付則第５９項

の規定の適用を受ける職員に限り、付則第６３項に規定する職員を除く。

）であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があ

ると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、

人事委員会規則で定めるところにより、前２項の規定に準じて算出した額

を給料として支給する。 

６６ 付則第６３項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則

第５９項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該

給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分

の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところ

により、前３項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

６７ 付則第６３項又は前２項の規定による給料を支給される職員に対する

第２４条第４項及び第２５条第４項の規定の適用については、これらの規

定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と付則第６３項、第６５項又は

第６６項の規定による給料の額との合計額」とする。 

６８ 付則第５９項から前項までに定めるもののほか、付則第５９項の規定

による給料月額、付則第６３項の規定による給料その他付則第５９項から

前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 

別表第１の再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用

短時間勤務職員」に改め、同表の再任用職員の項を次のように改める。 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

  円

237,300 

  円

255,200 

  円

283,100 

  円

309,100 

  円

352,700 

  円

412,800 

  円

482,400 

別表第２の再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用

短時間勤務職員」に改め、同表の再任用職員の項を次のように改める。 

定年

前再 

 基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 
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任用

短時

間勤

務職

員 

   円

251,600 

  円

262,800 

  円

291,000 

  円

317,200 

  円

352,700 

  円

412,800 

  円

482,400 

別表第３のア 教育職給料表（１）の表の再任用職員以外の職員の項中「

再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表の再任用職員

の項を次のように改める。 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

  円

244,000 

  円

280,600 

  円

337,400 

  円

381,100 

別表第３のイ 教育職給料表（２）の表の再任用職員以外の職員の項中「

再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表の再任用職員

の項を次のように改める。 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

  円

234,900 

  円

277,400 

  円

330,600 

別表第４の再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用

短時間勤務職員」に改め、同表の再任用職員の項を次のように改める。 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

  円

264,600 

  円

321,000 

  円

365,800 

  円

427,900 
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別表第５のア 医療職給料表（１）の表の再任用職員以外の職員の項中「

再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表の再任用職員

の項を次のように改める。 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

  円

316,500 

  円

375,900 

  円

440,800 

  円

521,100 

別表第５のイ 医療職給料表（２）の表の再任用職員以外の職員の項中「

再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表の再任用職員

の項を次のように改める。 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

  円

239,900 

  円

255,200 

  円

283,100 

  円

309,100 

  円

352,700 

別表第５のウ 医療職給料表（３）の表の再任用職員以外の職員の項中「

再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表の再任用職員

の項を次のように改める。 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

円 円 円 円

257,100 265,000 297,800 315,500 

 （北九州市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第３条 北九州市職員退職手当支給条例（昭和３８年北九州市条例第２５号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項第２号中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第
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２８条の６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項」に改め、「職

員」の次に「（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）」を加える

。 

  第６条第１項各号列記以外の部分中「第４条」を「第４条第１項又は第２

項」に改め、「第６条の３の２」の次に「並びに付則第２６項」を加える。 

  第１３条第１項第２号及び第３号中「再任用職員」を「定年前再任用短時

間勤務職員」に改める。 

  第１４条第１項各号列記以外の部分中「次条及び第１６項」を「次条第１

項及び第１６条第１項から第５項まで」に、「にあっては」を「には」に改

め、同項第２号及び第３号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に改める。 

  第１６条第１項中「以下この条」を「以下この項から第６項まで」に、「

にあっては」を「には」に改め、同条第２項から第４項までの規定中「にあ

っては」を「には」に改め、同条第５項中「再任用職員」を「定年前再任用

短時間勤務職員」に、「にあっては」を「には」に改める。 

  付則に次の２項を加える。 

  （定年引上げに伴う措置） 

２５ 北九州市職員の給与に関する条例付則第５９項の規定による職員の給

料月額の改定は、給料の月額の減額改定に該当しないものとする。 

２６ 当分の間、認定退職者に対する第６条の３の２の表及び第６条の６の

２の表の規定の適用については、これらの表中「定年」とあるのは、「定

年（北九州市職員の定年等に関する条例第３条本文の規定の適用を受ける

職員にあっては６０歳とし、同条ただし書の規定の適用を受ける職員にあ

っては６５歳とする。）」とする。 

 （北九州市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第４条 北九州市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和３８年北九州

市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「、給料」を「の期間、その発令の日に受ける給料」に改め、同

条に後段として次のように加える。

この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及び地域手当の合計

額の１０分の１に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとす

る。

（北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正）

第５条 北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（昭和３８年北

九州市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 
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  第２条第４項中「第２８条の５第１項又は第２８条の６第２項」を「第２

２条の４第１項」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に改める。 

  第４条第３項及び第４条の２第３項中「再任用短時間勤務職員」を「定年

前再任用短時間勤務職員」に改める。 

 （北九州市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改

正） 

第６条 北九州市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭

和３８年北九州市条例第１２２号）の一部を次のように改正する。 

  第１９条の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改め、同条第１項中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８

条の６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

（北九州市交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正） 

第７条 北九州市交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和３

９年北九州市条例第１０７号）の一部を次のように改正する。 

  第１９条の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改め、同条第１項中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８

条の６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

 （北九州市立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関

する条例の一部改正） 

第８条 北九州市立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置

に関する条例（昭和４６年北九州市条例第６４号）の一部を次のように改正

する。 

  第２条第２号中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改め

る。 

  付則を付則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、付

則に次の１項を加える。 

  （定年引上げに伴う措置） 

２ 給与条例付則第６３項、第６５項若しくは第６６項又は教職員給与条例

付則第２３項、第２５項若しくは第２６項の規定による給料を支給される

教育職員に対する第３条第１項の規定の適用については、同項各号列記以

外の部分中「給料月額」とあるのは、「給料月額と北九州市職員の給与に

関する条例付則第６３項、第６５項若しくは第６６項又は北九州市立の小

学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給与に関する条例付則第２３項

、第２５項若しくは第２６項の規定による給料の額との合計額」とする。 
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 （外国の地方公共団体の機関等に派遣される北九州市職員の処遇等に関する

条例の一部改正） 

第９条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される北九州市職員の処遇等に関

する条例（昭和６３年北九州市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第１号中「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第

２８条の４第１項又は第２８条の６第１項の規定により採用された職員を除

く。）」を削り、同項第３号中「地方公務員法」の次に「（昭和２５年法律

第２６１号）」を加え、同項第４号中「引き続いて勤務させる」を「引き続

き勤務する」に、「延長することとされている」を「延長された」に改め、

同項第６号を同項第７号とし、同項第５号を同項第６号とし、同項第４号の

次に次の１号を加える。 

  （５） 北九州市職員の定年等に関する条例第９条各項の規定により同条

第１項に規定する異動期間（同条各項の規定により延長された期間を含

む。）を延長された管理監督職を占める職員 

（北九州市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第１０条 北九州市職員の育児休業等に関する条例（平成４年北九州市条例第

３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２号中「又は第２項の規定に基づき引き続いて勤務している」を

「の規定により引き続き勤務することとされ、又は同条第２項の規定により

期限を延長された」に改め、同条第３号を同条第４号とし、同条第２号の次

に次の１号を加える。 

（３） 北九州市職員の定年等に関する条例第９条各項の規定により同条

第１項に規定する異動期間（同条各項の規定により延長された期間を含

む。第１０条第３号において「異動期間」という。）を延長された管理

監督職を占める職員 

  第１０条第２号中「又は第２項の規定に基づき引き続いて勤務している」

を「の規定により引き続き勤務することとされ、又は同条第２項の規定によ

り期限を延長された」に改め、同条に次の１号を加える。 

（３） 北九州市職員の定年等に関する条例第９条各項の規定により異動

期間を延長された管理監督職を占める職員 

  第１９条第２号ア中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に 

、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同

号イ中「第２条第３号ア」を「第２条第４号ア」に改める。 

第２０条第２項中「において「介護」を「「介護」に、「再任用短時間勤 

務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 
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（公益的法人等への北九州市職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第１１条 公益的法人等への北九州市職員の派遣等に関する条例（平成１３年  

北九州市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項第１号中「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第

２８条の４第１項及び第２８条の６第１項の規定により採用された職員を除

く。）」を削り、同項第２号中「第２８条の５第１項」を「（昭和２５年法

律第２６１号）第２２条の４第１項」に改め、同項第６号を同項第７号とし

、同項第５号を同項第６号とし、同項第４号中「引き続いて勤務させる」を

「引き続き勤務する」に、「延長することとされている」を「延長された」

に改め、同号の次に次の１号を加える。 

  （５） 北九州市職員の定年等に関する条例第９条各項の規定により同条

第１項に規定する異動期間（同条各項の規定により延長された期間を含

む。第１１条第５号において「異動期間」という。）を延長された管理

監督職を占める職員 

  第１１条第６号を同条第７号とし、同条第５号を同条第６号とし、同条第 

４号中「引き続いて勤務させる」を「引き続き勤務する」に、「延長するこ

ととされている」を「延長された」に改め、同号の次に次の１号を加える。 

（５） 北九州市職員の定年等に関する条例第９条各項の規定により異動

期間を延長された管理監督職を占める職員 

 （北九州市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第１２条 北九州市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年 

 北九州市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

  第３条各号列記以外の部分中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第

１項」に改める。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給与に関する条

例の一部改正） 

第１３条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給与に関

する条例（平成２８年北九州市条例第５７号）の一部を次のように改正する 

 。 

  第１０条第３項中「の定める」を「で定める」に改め、同条第４項、第６

項及び第１０項中「その者」を「当該教職員」に改め、同条第１４項を次の

ように改める。 

１４ 法第２２条の４第１項の規定により採用された教職員（以下「定年前

再任用短時間勤務教職員」という。）の給料月額は、当該定年前再任用短

時間勤務教職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務教職員の項

22



に掲げる基準給料月額のうち、第１項の規定により当該定年前再任用短時

間勤務教職員の属する職務の級に応じた額に、教職員勤務時間等条例第２

条第４項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務教職員の勤

務時間を同条第１項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗

じて得た額とする。 

第１１条第１項中「その者」を「当該教職員」に改め、同条第３項を削る

。 

  第１２条を次のように改める。 

 第１２条 削除 

  第２２条第１項第１号中「料金（以下」を「料金（第３号及び次項第１号

において」に改め、同項第２号中「以下」の次に「この条において」を加え

、同条第２項第１号本文中「その者」を「当該教職員」に改め、「以下」の

次に「この号において」を加え、同号ただし書中「以下」の次に「この号及

び第３号において」を加え、「その者」を「当該教職員」に改め、同項第２

号アからスまで以外の部分中「再任用短時間勤務教職員」を「定年前再任用

短時間勤務教職員」に改め、同項第３号中「その者」を「当該教職員」に改

める。 

  第２５条第１項本文中「場合は」を「場合には」に改め、同条第３項中「

再任用短時間勤務教職員」を「定年前再任用短時間勤務教職員」に改め、同

条第４項中「（前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」を削

り、「場合は」を「場合には」に改める。 

  第３１条第３項中「第１８条」を「第１０条第２項から第１３項まで、第

１８条」に、「及び第２１条」を「、第２１条及び第３９条から第４２条ま

で」に、「再任用教職員」を「定年前再任用短時間勤務教職員」に改め、同

条第４項中「及び第２３条」を「、第２３条及び第３９条から第４２条まで

」に改める。 

  第３７条第１項中「の定める」を「で定める」に改め、同条第２項中「再

任用教職員」を「定年前再任用短時間勤務教職員」に改める。 

  付則に次の１０項を加える。 

  （定年引上げに伴う措置） 

１９ 当分の間、教職員の給料月額は、当該教職員が６０歳に達した日後に

おける最初の４月１日（付則第２３項において「特定日」という。）以後

当該教職員に適用される給料表の給料月額のうち、第１０条第１項の規定

により当該教職員の属する職務の級並びに同条第２項、第３項、第５項、

第６項及び第１０項の規定により当該教職員の受ける号給に応じた額に１

23



００分の７０を乗じて得た額（当該額に１００円未満の端数を生じたとき

は、これを１００円に切り上げるものとする。）とする。 

２０ 育児短時間勤務教職員等に対する前項の規定の適用については、同項

中「）とする」とあるのは、「）に、算出率を乗じて得た額とする」とす

る。 

２１ 付則第１９項の規定は、次に掲げる教職員には適用しない。 

（１） 臨時的に任用される教職員その他の法律により任期を定めて任用

される常勤の教職員及び非常勤の教職員 

（２） 北九州市職員の定年等に関する条例（昭和５８年北九州市条例第

１２号）第９条第１項又は第２項の規定により同条第１項に規定する異

動期間（同項又は同条第２項の規定により延長された期間を含む。）を

延長された同条例第６条第４号に規定する職を占める教職員 

２２ 付則第１９項の規定により教職員の給料月額の改定を行うときは、法

第４９条第２項の規定による請求があった場合を除き、同条第１項の説明

書を交付しない。 

２３ 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた教職員で

あって、当該他の職への降任等をされた日（以下この項及び付則第２５項

において「異動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を

受ける教職員のうち、特定日に付則第１９項の規定により当該教職員の受

ける給料月額（以下この項において「特定日給料月額」という。）が異動

日の前日に当該教職員が受けていた給料月額に１００分の７０を乗じて得

た額（当該額に１００円未満の端数を生じたときは、これを１００円に切

り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。）に

達しないこととなる教職員（人事委員会規則で定める教職員を除く。）に

は、当分の間、特定日以後、付則第１９項の規定により当該教職員の受け

る給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額

を給料として支給する。 

２４ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される教職員の受ける給

料月額との合計額が第１０条第１項の規定により当該教職員の属する職務

の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適

用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「

第１０条第１項の規定により当該教職員の属する職務の級における最高の

号給の給料月額と付則第１９項の規定により当該教職員の受ける給料月額

」とする。 

２５ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける教職員（付則第１９
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項の規定の適用を受ける教職員に限り、付則第２３項に規定する教職員を

除く。）であって、同項の規定による給料を支給される教職員との権衡上

必要があると認められる教職員には、当分の間、当該教職員の受ける給料

月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前２項の規定に準じ

て算出した額を給料として支給する。 

２６ 付則第２３項又は前項の規定による給料を支給される教職員以外の付

則第１９項の規定の適用を受ける教職員であって、任用の事情を考慮して

当該給料を支給される教職員との権衡上必要があると認められる教職員に

は、当分の間、当該教職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定

めるところにより、前３項の規定に準じて算出した額を給料として支給す

る。 

２７ 付則第２３項又は前２項の規定による給料を支給される教職員に対す

る第３２条第４項及び第３５条第４項の規定の適用については、これらの

規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と付則第２３項、第２５項又

は第２６項の規定による給料の額との合計額」とする。 

２８ 付則第１９項から前項までに定めるもののほか、付則第１９項の規定

による給料月額、付則第２３項の規定による給料その他付則第１９項から

前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 

別表第１のア 教育職給料表（３）の表の再任用教職員以外の教職員の項

中「再任用教職員」を「定年前再任用短時間勤務教職員」に改め、同表の再

任用教職員の項を次のように改める。 

定年

前再

任用

短時

間勤

務教

職員 

 基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

  円

244,000 

  円

280,600 

  円

309,300 

  円

337,400 

  円

381,100 

別表第１のイ 教育職給料表（４）の表の再任用教職員以外の教職員の項

中「再任用教職員」を「定年前再任用短時間勤務教職員」に改め、同表の再

任用教職員の項を次のように改める。 

定年

前再

任用

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

  円   円   円   円   円
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短時

間勤

務教

職員 

234,900 277,400 304,400 330,600 358,700 

別表第２の再任用教職員以外の教職員の項中「再任用教職員」を「定年前

再任用短時間勤務教職員」に改め、同表の再任用教職員の項を次のように改

める。 

定年

前再

任用

短時

間勤

務教

職員 

 基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

  円

237,300 

  円

255,200 

  円

283,100 

  円

309,100 

別表第３の再任用教職員以外の教職員の項中「再任用教職員」を「定年前

再任用短時間勤務教職員」に改め、同表の再任用教職員の項を次のように改

める。 

定年

前再

任用

短時

間勤

務教

職員 

 基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

  円

239,900 

  円

255,200 

  円

283,100 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の退職手当に関す

る条例の一部改正） 

第１４条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の退職手当

に関する条例（平成２８年北九州市条例第５８号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第１項第２号中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第

２８条の６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

第３条第１項各号列記以外の部分中「をいう」の次に「。付則第９項にお

いて同じ」を加え、「日（以下この項」を「日（第１号」に、「もの（以下

この項」を「もの（第１号及び第２号イ」に改める。 
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付則に次の１項を加える。 

  （定年引上げに伴う措置） 

 ９ 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給与に関する

条例付則第１９項の規定による教職員の給料月額の改定は、給料の月額の

減額改定に該当しないものとする。 

 （北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日

、休暇等に関する条例の一部改正） 

第１５条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間

、休日、休暇等に関する条例（平成２８年北九州市条例第６０号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第４項中「第２８条の５第１項又は第２８条の６第２項」を「第２

２条の４第１項」に、「再任用短時間勤務教職員」を「定年前再任用短時間

勤務教職員」に改める。 

  第４条第３項及び第５条第３項中「再任用短時間勤務教職員」を「定年前

再任用短時間勤務教職員」に改める。 

（北九州市公営競技局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改

正） 

第１６条 北九州市公営競技局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（

平成３０年北九州市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

  第２６条の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改め、同条第１項中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８

条の６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

（北九州市職員の再任用に関する条例の廃止） 

第１７条 北九州市職員の再任用に関する条例（平成１２年北九州市条例第６

４号）は、廃止する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、付則第２２項及び

第４９項の規定は、公布の日から施行する。 

 （北九州市職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 任命権者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に第１条

の規定による改正前の北九州市職員の定年等に関する条例（以下「旧定年条

例」という。）第４条第１項の規定により引き続き勤務することとされ、又

は同条第２項の規定により期限が延長され、かつ、旧定年条例勤務延長期限

（同条第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期限をいう。以
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下この項において同じ。）が施行日以後に到来する職員（以下この項におい

て「旧定年条例勤務延長職員」という。）について、旧定年条例勤務延長期

限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第１条

の規定による改正後の北九州市職員の定年等に関する条例（以下「新定年条

例」という。）第４条第１項各号に掲げる事由があると認めるときは、人事

委員会の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して１年を超えない範囲

内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年条例勤

務延長職員に係る旧定年条例第２条に規定する定年退職日の翌日から起算し

て３年を超えることができない。 

３ 任命権者は、基準日（施行日、令和７年４月１日、令和９年４月１日、令

和１１年４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この項において同じ

。）から基準日の翌年の３月３１日までの間、基準日における新定年条例定

年（新定年条例第３条に規定する定年をいう。以下この項及び付則第１８項

から第２０項までにおいて同じ。）が基準日の前日における新定年条例定年

（基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第３条

に規定する定年）を超える職（基準日における新定年条例定年が新定年条例

第３条本文に規定する定年である職に限る。）及びこれに相当する基準日以

後に設置された職その他の人事委員会規則で定める職に、基準日から基準日

の翌年の３月３１日までの間に新定年条例第４条第１項若しくは第２項の規

定、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「令

和３年改正法」という。）附則第３条第５項又は前項の規定により勤務して

いる職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年条

例定年（基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例

第３条に規定する定年）に達している職員（当該人事委員会規則で定める職

にあっては、人事委員会規則で定める職員）を、昇任し、降任し、又は転任

することができない。 

４ 新定年条例第４条第３項から第５項までの規定は、付則第２項の規定によ

り勤務する職員について準用する。 

５ 第２条の規定による改正後の北九州市職員の給与に関する条例（以下「新

給与条例」という。）付則第５９項から第６８項までの規定及び第１３条の

規定による改正後の北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員

の給与に関する条例（以下「新教職員給与条例」という。）付則第１９項か

ら第２８項までの規定は、付則第２項の規定により勤務している職員には適

用しない。 

６ 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢６５年に達する日以後における最
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初の３月３１日（以下「特定年齢到達年度の末日」という。）までの間にあ

る者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年

条例定年（旧定年条例第３条本文に規定する定年をいう。以下同じ。）（施

行日以後に設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更さ

れた職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合

における旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢）に達している者を、従

前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、１

年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用すること

ができる。 

（１） 施行日前に旧定年条例第２条の規定により退職した者 

（２） 旧定年条例第４条第１項若しくは第２項、令和３年改正法附則第３

条第５項又は付則第２項の規定により勤務した後退職した者 

（３） ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前２号に掲げる者を除

く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日まで

の間にある者 

（４） ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前３号に掲げる者を除

く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日まで

の間に、旧地方公務員法再任用（令和３年改正法による改正前の地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項、第２８条の５第

１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用することを

いう。）又は暫定再任用（この項、次項、付則第１１項又は第１２項の規

定により採用することをいう。次項第５号、付則第９項及び第４０項にお

いて同じ。）をされたことがある者 

７ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定

年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする

常時勤務を要する職に係る新定年条例第３条本文に規定する定年に達してい

る者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考

により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採

用することができる。 

（１） 施行日以後に新定年条例第２条の規定により退職した者 

（２） 施行日以後に新定年条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務

した後退職した者 

（３） 施行日以後に新定年条例第１２条の規定により採用された者のうち

、令和３年改正法による改正後の地方公務員法（以下「新地方公務員法」

という。）第２２条の４第３項の任期が満了したことにより退職した者 
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（４） ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前３号に掲げる者を

除く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日ま

での間にある者 

（５） ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を

除く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日ま

での間に、暫定再任用をされたことがある者 

８ 前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、１年を超えない

範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前２項の規定

により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達

年度の末日以前でなければならない。 

９ 暫定再任用職員（暫定再任用により採用された職員をいう。以下同じ。）

の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任

期における勤務実績等が、当該暫定再任用職員の人事評価その他勤務の状況

を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。 

１０ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ、

当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。 

１１ 任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、

付則第６項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある

者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職（新定年条例第１２

条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。）に係る旧定年条例定年相

当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が

当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧定年

条例定年（施行日以後に設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の

変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日

の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、

常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとした

ときにおける旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢）をいう。）に達し

ている者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく

選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採

用することができる。 

１２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、新地方公務員法第２２条

の４第４項の規定にかかわらず、付則第７項各号に掲げる者のうち、特定年

齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短

時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員

が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占め
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ているものとした場合における新定年条例第３条本文に規定する定年をいう

。付則第２１項において同じ。）に達している者（新定年条例第１２条の規

定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。）を、従前

の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、１年

を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができ

る。 

１３ 前２項の場合においては、付則第８項から第１０項までの規定を準用す

る。 

１４ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職は、次に掲げる職と

する。 

（１） 施行日以後に新たに設置された職 

（２） 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職 

１５ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は、前項に規定す

る職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例第

３条に規定する定年に準じた当該職に係る年齢とする。 

１６ 令和３年改正法附則第４条又は第６条の規定が適用される場合における

令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公

務員法第２２条の４第４項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

（１） 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職 

（２） 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職 

１７ 令和３年改正法附則第４条又は第６条の規定が適用される場合における

令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公

務員法第２２条の４第４項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行

日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が

、常時勤務を要する職でその職務が同項に規定する職と同種の職を占めてい

るものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた同項に規定する職に係る

年齢とする。 

１８ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、次に掲げる職の

うち、当該職が基準日（付則第６項から第１３項までの規定が適用される間

における各年の４月１日（施行日を除く。）をいう。以下この項から付則第

２０項までにおいて同じ。）の前日に設置されていたものとした場合におい

て、基準日における新定年条例定年が基準日の前日における新定年条例定年

を超える職とする。 

（１） 基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。） 

（２） 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤務
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の職を含む。） 

１９ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者は、前項に規定する

職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における

当該職に係る新定年条例定年に達している者とする。 

２０ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は、第１８項に規

定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日に

おける当該職に係る新定年条例定年に達している職員とする。 

２１ 任命権者は、基準日（令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和１１

年４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この項において同じ。）か

ら基準日の翌年の３月３１日までの間、基準日における新定年条例定年相当

年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の

職（基準日における新定年条例定年相当年齢が新定年条例第３条本文に規定

する定年である短時間勤務の職に限る。）及びこれに相当する基準日以後に

設置された短時間勤務の職その他の人事委員会規則で定める短時間勤務の職

（以下この項において「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」

という。）に、基準日の前日までに新定年条例第１２条に規定する年齢６０

年以上退職者（基準日前から新定年条例第４条第１項又は第２項の規定によ

り勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。）のうち基準日の前日にお

いて同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係

る新定年条例定年相当年齢に達している者（当該人事委員会規則で定める短

時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める者）を、新定年条例第１

２条の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上

げ短時間勤務職に、同条の規定により採用された職員（以下「定年前再任用

短時間勤務職員」という。）のうち基準日の前日において同日における当該

新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当

年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員（当該人事委員会規則で定め

る短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める定年前再任用短時間

勤務職員）を、昇任し、降任し、又は転任することができない。 

２２ 令和３年改正法附則第２条第３項の条例で定める年齢は、年齢６０年と

する。 

 （北九州市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

２３ 暫定再任用職員（付則第１１項又は第１２項の規定により採用された職

員（以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。）を除く。以下この項及び

次項において同じ。）の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短

時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第５条第１項に
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規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額の

うち、新給与条例第８条第１項の規定により当該暫定再任用職員の属する職

務の級に応じた額とする。

２４ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１

０条第１項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員（同法第１

７条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。）に対する前

項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「に、北九州市職

員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第２条第３項の規定により定めら

れた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第１項の規定により定められた勤

務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

２５ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職

員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与

条例第５条第１項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲

げる基準給料月額のうち、新給与条例第８条第１項の規定により当該暫定再

任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、北九州市職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する条例第２条第４項の規定により定められた当該暫

定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項の規定により定められた勤

務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

２６ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして

、新給与条例第１５条第２項第２号、第１８条第３項及び第２５条の３第２

項の規定を適用する。

２７ 北九州市職員の給与に関する条例第８条第２項、第５項、第７項から第

９項まで、第１１項及び第１３項、第１１条の２から第１３条まで及び第１

４条の２並びに新給与条例第８条第３項、第４項、第６項及び第１０項の規

定は、暫定再任用職員には適用しない。

２８ 令和５年４月１日から令和１４年３月３１日までの間、新定年条例第６

条第１号に規定する職を占める暫定再任用職員が、付則第２３項又は第２５

項の規定により給料月額を算定する場合において、付則別表第１の左欄に掲

げる給料表の同表の中欄に掲げる職務の級に該当するときは、当該暫定再任

用職員の給料月額は、当該給料表及び職務の級の区分に応じた同表の右欄に

掲げる基準給料月額とする。

２９ 令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの間、新定年条例第６条

第１号に規定する職を占める暫定再任用職員が、付則第２３項又は第２５項

の規定により給料月額を算定する場合において、付則別表第２の左欄に掲げ

る給料表の同表の中欄に掲げる職務の級に該当するときは、当該暫定再任用
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職員の給料月額は、同表の右欄に掲げる基準給料月額とする。

（北九州市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置）

３０ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第３条の

規定による改正後の北九州市職員退職手当支給条例の規定を適用する。

（北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経

過措置） 

３１ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして

、第５条の規定による改正後の北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例の規定を適用する。 

（北九州市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改

正に伴う経過措置） 

３２ 暫定再任用職員は、第６条の規定による改正後の北九州市上下水道局企

業職員の給与の種類及び基準を定める条例第１９条第１項の職員とみなして

、同項の規定を適用する。 

（北九州市交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に

伴う経過措置） 

３３ 暫定再任用職員は、第７条の規定による改正後の北九州市交通局企業職

員の給与の種類及び基準を定める条例第１９条第１項の職員とみなして、同

項の規定を適用する。 

（北九州市立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関

する条例の一部改正に伴う経過措置） 

３４ 暫定再任用短時間勤務職員は、第８条の規定による改正後の北九州市立

の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第２

条第２号の短時間勤務の職を占める者とみなして、同号の規定を適用する。 

（外国の地方公共団体の機関等に派遣される北九州市職員の処遇等に関する

条例の一部改正に伴う経過措置）

３５ 暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員を除く。）に対する第９条

の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される北九州市職

員の処遇等に関する条例第２条第２項第１号の規定の適用については、同号

中「常勤職員」とあるのは、「常勤職員（北九州市職員の定年等に関する条

例等の一部を改正する等の条例（令和４年北九州市条例第２０号）付則第６

項又は第７項の規定により採用された職員を除く。）」とする。

（北九州市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

３６ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして

、第１０条の規定による改正後の北九州市職員の育児休業等に関する条例の
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規定を適用する。

（公益的法人等への北九州市職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経

過措置）

３７ 暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員を除く。）に対する第１１

条の規定による改正後の公益的法人等への北九州市職員の派遣等に関する条

例第２条第２項第１号の規定の適用については、同号中「常勤職員」とある

のは、「常勤職員（北九州市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する

等の条例（令和４年北九州市条例第２０号）付則第６項又は第７項の規定に

より採用された職員を除く。）」とする。

３８ 暫定再任用短時間勤務職員は、第１１条の規定による改正後の公益的法

人等への北九州市職員の派遣等に関する条例第２条第２項第２号の職員とみ

なして、同号の規定を適用する。

（北九州市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経

過措置）

３９ 暫定再任用短時間勤務職員は、第１２条の規定による改正後の北九州市

人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第３条各号列記以外の部分の短

時間勤務の職を占める職員とみなして、同条の規定を適用する。

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給与に関する条

例の一部改正に伴う経過措置） 

４０ 暫定再任用教職員（暫定再任用により採用された教職員をいう。以下同

じ。）（付則第１１項又は第１２項の規定により採用された教職員（付則第

４２項、第４３項及び第４７項において「暫定再任用短時間勤務教職員」と

いう。）を除く。以下この項及び次項において同じ。）の給料月額は、当該

暫定再任用教職員が新定年条例第１２条の規定により採用された教職員（以

下「定年前再任用短時間勤務教職員」という。）であるものとした場合に適

用される新教職員給与条例第７条第１項に規定する給料表の定年前再任用短

時間勤務教職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新教職員給与条例第１０

条第１項の規定により当該暫定再任用教職員の属する職務の級に応じた額と

する。

４１ 地方公務員の育児休業等に関する法律第１０条第１項に規定する育児短

時間勤務をしている暫定再任用教職員（同法第１７条の規定による短時間勤

務をすることとなった教職員を含む。）に対する前項の規定の適用について

は、同項中「とする」とあるのは「に、北九州市立の小学校、中学校及び特

別支援学校の教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第２条第３項の

規定により定められた当該暫定再任用教職員の勤務時間を同条第１項の規定
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により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

４２ 暫定再任用短時間勤務教職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務

教職員が定年前再任用短時間勤務教職員であるものとした場合に適用される

新教職員給与条例第７条第１項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務

教職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新教職員給与条例第１０条第１項

の規定により当該暫定再任用短時間勤務教職員の属する職務の級に応じた額

に、北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休

日、休暇等に関する条例第２条第４項の規定により定められた当該暫定再任

用短時間勤務教職員の勤務時間を同条第１項の規定により定められた勤務時

間で除して得た数を乗じて得た額とする。

４３ 暫定再任用短時間勤務教職員は、定年前再任用短時間勤務教職員とみな

して、新教職員給与条例第２２条第２項第２号、第２５条第３項及び第３７

条第２項の規定を適用する。

４４ 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給与に関する

条例第１０条第２項、第５項、第７項から第１３項まで、第１８条、第１９

条、第２１条及び第３９条から第４２条まで並びに新教職員給与条例第１０

条第３項、第４項及び第６項の規定は、暫定再任用教職員には適用しない。

４５ 令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの間、新定年条例第６条

第４号に規定する職を占める暫定再任用教職員が、付則第４０項又は第４２

項の規定により給料月額を算定する場合において、付則別表第３の左欄に掲

げる給料表の同表の中欄に掲げる職務の級に該当するときは、当該暫定再任

用職員の給料月額は、当該給料表及び職務の級の区分に応じた同表の右欄に

掲げる基準給料月額とする。

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の退職手当に関す

る条例の一部改正に伴う経過措置） 

４６ 暫定再任用教職員は、第１４条の規定による改正後の北九州市立の小学

校、中学校及び特別支援学校の教職員の退職手当に関する条例第２条第１項

第２号の職員とみなして、同号の規定を適用する。

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日

、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

４７ 暫定再任用短時間勤務教職員は、定年前再任用短時間勤務教職員とみな

して、第１５条の規定による改正後の北九州市立の小学校、中学校及び特別

支援学校の教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定を適用する

。 

（北九州市公営競技局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改
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正に伴う経過措置） 

４８ 暫定再任用職員は、第１６条の規定による改正後の北九州市公営競技局

企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第２６条第１項の職員とみなし

て、同項の規定を適用する。 

 （その他の経過措置） 

４９ 付則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必

要な経過措置は、市長が別に定める。  

付則別表第１

給料表 職務の級 基準給料月額

行政職給料表 ５級 ３０９，２００円

６級 ３４９，６００円

７級 ３９８，８００円

消防職給料表 ５級 ３０９，２００円

６級 ３４９，６００円

７級 ３９８，８００円

研究職給料表 ３級 ３２０，７００円

４級 ３６２，４００円

医療職給料表（２） ５級 ３０９，２００円

付則別表第２

給料表 職務の級 基準給料月額

教育職給料表（１） ４級 ４１５，２００円

付則別表第３

給料表 職務の級 基準給料月額

教育職給料表（３） ４級 ４１５，２００円

教育職給料表（４） ４級 ４０５，２００円
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北九州市職員の高齢者部分休業に関する条例をここに公布する。 

令和４年１０月１２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市条例第２１号 

   北九州市職員の高齢者部分休業に関する条例             

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」

という。）第２６条の３第１項並びに同条第２項において準用する法第２６

条の２第３項及び第４項の規定に基づき、同条第１項に規定する職員（地方

公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１５条第１項に規定する企業職

員を除く。以下「職員」という。）の高齢者部分休業（法第２６条の３第１

項に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。）に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（高齢者部分休業の承認） 

第２条 任命権者は、５５歳に達した職員が高齢者部分休業を申請した場合に

おいて、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が高齢者部分休

業をすることを承認することができる。 

２ 前項の規定による高齢者部分休業の承認（以下「高齢者部分休業の承認」

という。）は、同項の規定による申請をした日の属する年度の翌年度の４月

１日から当該職員に係る定年退職日（北九州市職員の定年等に関する条例（

昭和５８年北九州市条例第１２号）第２条に規定する定年退職日をいう。）

までの期間中、当該申請をした職員の１週間当たりの勤務時間の２分の１を

超えない範囲内で行うものとする。 

（高齢者部分休業をしている職員の給与の減額） 

第３条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、当該勤務

をしない１時間につき、当該職員の勤務１時間当たりの給与額（北九州市職

員の給与に関する条例（昭和３８年北九州市条例第２４号）又は北九州市立

の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給与に関する条例（平成２８

年北九州市条例第５７号）の規定により算定する当該職員の給料（給料の調

整額及び教職調整額を含む。）、管理職手当、初任給調整手当、地域手当（

扶養手当に対するものを除く。）、義務教育等教員特別手当及びへき地手当

（これに準ずる手当を含む。）の月額の合計額に１２を乗じ、その額を当該

職員の１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたもので除して得た額をいう。

）を減額して給与を支給する。 

（高齢者部分休業をした職員の退職手当の取扱い） 
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第４条 高齢者部分休業をした職員に係る北九州市職員退職手当支給条例（昭

和３８年北九州市条例第２５号。以下「退職手当条例」という。）又は北九

州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の退職手当に関する条例

（平成２８年北九州市条例第５８号。以下「教職員退職手当条例」という。

）の規定による退職手当の算定に当たっては、当該職員が高齢者部分休業の

承認を受けて勤務しなかった時間数の２分の１に相当する時間数を退職手当

条例第７条第１項から第３項までの規定又は教職員退職手当条例第５条第１

項から第３項までの規定により計算した在職期間から除算するものとする。 

（高齢者部分休業の休業時間の延長） 

第５条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から当該職員の１週間当

たりの勤務時間の２分の１を超えない範囲内で休業時間（高齢者部分休業の

承認を受けた１週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。）の延長の

申出があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該

延長をされた休業時間により当該職員が高齢者部分休業をすることを承認す

ることができる。 

（高齢者部分休業の承認の取消し及び休業時間の短縮） 

第６条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための

措置を講ずることが著しく困難となった場合において、当該職員の同意を得

たときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮する

ことができる。 

（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （北九州市職員の給与に関する条例の一部改正） 

２ 北九州市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１５条第２項第２号アからスまで以外の部分中「育児短時間勤務職員等

」の次に「、法第２６条の３第１項に規定する高齢者部分休業の承認を受け

た職員」を加える。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給与に関する条

例の一部改正） 

３ 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給与に関する条

例の一部を次のように改正する。 

第２２条第２項第２号アからスまで以外の部分中「育児短時間勤務教職員
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等」の次に「、法第２６条の３第１項に規定する高齢者部分休業の承認を受

けた教職員」を加える。 
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北九州市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和４年１０月１２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市条例第２２号 

北九州市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 

 北九州市職員退職手当支給条例（昭和３８年北九州市条例第２５号）の一部

を次のように改正する。 

 第９条第１項各号列記以外の部分中「第５項又は第７項」を「第６項又は第

８項」に改め、「。第３項」の次に「及び第５項」を加え、同条第３項本文中

「第６項又は第８項」を「第７項又は第９項」に改め、同条第４項中「及び」

を「又は」に改め、「、前項中「支給期間」とあるのは「次項において読み替

えられた第１項に規定する支給期間」と」を削り、同条第１７項を同条第１８

項とし、同条第１６項中「第５項から第１１項」を「第６項から第１２項」に

改め、同項を同条第１７項とし、同条第１５項中「第１１項」を「第１２項」

に、「第５項又は第６項」を「第６項又は第７項」に、「第７項又は第８項」

を「第８項又は第９項」に改め、同項を同条第１６項とし、同条第１４項中「

第１１項第４号」を「第１２項第４号」に、「第１１項の」を「第１２項の」

に改め、同項を同条第１５項とし、同条第１３項中「第１１項第３号」を「第

１２項第３号」に、「第１１項の」を「第１２項の」に改め、同項を同条第１

４項とし、同条第１２項を同条第１３項とし、同条第１１項各号列記以外の部

分中「第５項」を「第６項」に改め、同項第５号中「第４条第８項」を「第４

条第９項」に改め、同項を同条第１２項とし、同条中第１０項を第１１項とし

、第７項から第９項までを１項ずつ繰り下げ、同条第６項中「第８項」を「第

９項」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項各号列記以外の部分中「第

７項」を「第８項」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１

項を加える。 

５ 第１項又は第３項の規定による退職手当の支給に係る退職の日後に事業（

その実施期間が３０日未満のものその他規則で定めるものを除く。）を開始

した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が、規則で定める

ところにより、任命権者にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間

（当該実施期間の日数が４年から支給期間の日数を除いた日数を超える場合

における当該超える日数を除く。）は、支給期間に算入しない。 

 付則第２４項中「平成３４年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に、「

第９条第１０項」を「第９条第１１項」に、「同項中」を「同項各号列記以外

の部分中」に改める。 
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   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第９条第５項の規定は、令和４年７月１日以後に同項の事業を開

始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当す

るに至った者について適用する。 

３ 改正後の付則第２４項の規定は、令和４年４月１日からこの条例の施行の

日までの間に退職した改正後の第９条第１項、第３項又は第１０項の規定に

よる退職手当の支給を受ける者についても適用する。 
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北九州市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和４年１０月１２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市条例第２３号 

北九州市手数料条例の一部を改正する条例 

 北九州市手数料条例（平成１２年北九州市条例第１０号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第１００号中「第８５条第５項の規定に基づく」を「第８５条第６項に

規定する」に改め、同表第１００号の２中「第８５条第６項の規定に基づく」

を「第８５条第７項に規定する」に改め、同表第１０５号の４中「第８７条の

３第５項の規定に基づく」を「第８７条の３第６項に規定する」に改め、同表

第１０５号の５中「第８７条の３第６項の規定に基づく」を「第８７条の３第

７項に規定する」に改め、同表中 

（１４０）

の２３ 

高圧ガス保安法施行令

第１８条第２項第３号

の規定に基づく高圧ガ

ス保安法第５４条第２

項に規定する容器に充

てんする高圧ガスの種

類又は圧力の変更に係

る刻印等 

１件につき

１，４００

円 

（１４０）

の２３ 

高圧ガス保安法施行令

第１８条第２項第３号

に規定する高圧ガス保

安法第５４条第２項に

規定する容器に充てん

する高圧ガスの種類又

は圧力の変更に係る刻

印等 

 １件につき

１，４００

円 

（１４０）

の２４ 

液化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正化

に関する法律第３条第 

 １件につき

３１，００

０円 

を

「

」

「
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 １項に規定する液化石

油ガス販売事業の登録

の申請に対する審査 

（１４０）

の２５ 

液化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正化

に関する法律第３条の

２第３項の液化石油ガ

ス販売事業者登録簿の

謄本の交付 

 １通につき

６３０円 

（１４０）

の２６ 

液化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正化

に関する法律第３条の

２第３項の液化石油ガ

ス販売事業者登録簿の

閲覧 

 １回につき

４６０円 

（１４０）

の２７ 

液化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正化

に関する法律第２９条

第１項に規定する保安

機関の認定の申請に対

する審査 

 １件につき

３４，００

０円と６，

９００円に

新たに行う

保安業務区

分の数を乗

じて得た額

との合計額 

（１４０）

の２８ 

液化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正化

に関する法律第３２条

第１項に規定する保安

機関の認定の更新の申

請に対する審査 

 １件につき

１４，００

０円と６，

９００円に

保安業務区

分の数を乗

じて得た額

との合計額 

（１４０）

の２９ 

液化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正化 

 １件につき

２０，００ 
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 に関する法律第３３条 

第１項に規定する保安

機関の保安業務に係る

一般消費者等の数の増

加の認可の申請に対す

る審査 

０円と６，

９００円に

保安業務区 

分の数を乗

じて得た額

との合計額 

（１４０）

の３０ 

液化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正化

に関する法律第３５条

の６第１項に規定する

保安確保機器の設置及

び管理の方法の認定の

申請に対する審査 

販売契約

を締結し

ている一

般消費者

等の数が

１，００

０戸未満

の場合 

１件につき

５５，００

０円 

販売契約

を締結し

ている一

般消費者

等の数が

１，００

０戸以上

１０，０

００戸未

満の場合

１件につき

８０，００

０円 

販売契約

を締結し

ている一

般消費者

等の数が

１０，０

００戸以

上の場合 

１件につき

９８，００

０円 

（１４０）

の３１ 

液化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正化

に関する法律第３６条

 １件につき

２１，００

０円に貯蔵 
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 第１項に規定する貯蔵

施設又は特定供給設備

の設置の許可の申請に

対する審査 

 施設又は特

定供給設備

の数を乗じ

て得た金額 

（１４０）

の３２ 

液化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正化

に関する法律第３７条

の２第１項に規定する

貯蔵施設の位置、構造

若しくは設備の変更又 

は特定供給設備の位置

、構造、設備若しくは

装置の変更の許可の申

請に対する審査 

 １件につき

１５，００

０円に変更

に係る貯蔵

施設又は特

定供給設備

の数を乗じ

て得た金額 

（１４０）

の３３ 

液化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正化

に関する法律第３７条

の３第１項に規定する

同法第３６条第１項の

許可に係る貯蔵施設又

は特定供給設備の完成

検査 

１件につき

３１，００

０円に貯蔵

施設又は特

定供給設備

（高圧ガス

保安法第２

０条第１項

又は第３項

の規定によ

り完成検査

を受け、又

は自ら行い

、同法第８

条第１号の

技術上の基

準に適合し

ていると認

められた液

化石油ガス

に係る施設 

に
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（以下この

号及び次号 

において「

完成検査合

格施設」と

いう。）で

あるものを

除く。）の

数を乗じて

得た額と５

，８００円

に完成検査

合格施設で

ある貯蔵施

設又は特定

供給設備の

数を乗じて

得た額との

合計額 

（１４０） 

の３４ 

液化石油ガスの保安の 

確保及び取引の適正化

に関する法律第３７条

の３第１項に規定する

同法第３７条の２第１

項の許可に係る貯蔵施

設又は特定供給設備の

完成検査 

１件につき 

２４，００

０円に変更

に係る貯蔵

施設又は特

定供給設備

（完成検査

合格施設で

あるものを 

除く。）の

数を乗じて

得た額と５

，８００円 

に完成検査

合格施設で

ある変更に 
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   係る貯蔵施

設又は特定

供給設備の

数を乗じて

得た額との 

合計額 

（１４０）

の３５ 

液化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正化

に関する法律第３７条

の４第１項に規定する

充てん設備による液化

石油ガスの充てんの許

可の申請に対する審査 

 １件につき

２８，００

０円に充て

ん設備の数

を乗じて得

た金額 

（１４０）

の３６ 

液化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正化

に関する法律第３７条

の４第３項において準 

用する同法第３７条の

２第１項に規定する充

てん設備の所在地、構

造、設備又は装置の変

更の許可の申請に対す

る審査 

     １件につき

１７，００

０円に変更

に係る充て 

ん設備の数

を乗じて得

た金額 

（１４０）

の３７ 

液化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正化

に関する法律第３７条

の４第４項において準 

用する同法第３７条の

３第１項に規定する同

法第３７条の４第１項

の許可に係る充てん設

備の完成検査 

   １件につき

３６，００

０円に充て

ん設備の数

を乗じて得

た金額 

（１４０）

の３８ 

液化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正化 

に関する法律第３７条

 １件につき

２７，００

０円に変更
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の４第４項において準

用する同法第３７条の

３第１項に規定する同

法第３７条の４第３項

において準用する同法

第３７条の２第１項の

許可に係る充てん設備

の完成検査 

に係る充て

ん設備の数

を乗じて得

た金額 

（１４０）

の３９ 

液化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正化

に関する法律第３７条

の６第１項に規定する

充てん設備の保安検査 

 １件につき

２７，００

０円に検査

に係る充て

ん設備の数

を乗じて得

た金額 

改める。                               

   付 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、別表第１００号、第

１００号の２、第１０５号の４及び第１０５号の５の改正規定は、公布の日か

ら施行する。

」
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北九州市市民センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和４年１０月１２日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市条例第２４号

北九州市市民センター条例の一部を改正する条例

 北九州市市民センター条例（平成６年北九州市条例第４９号）の一部を次の

ように改正する。

 別表第１の北九州市立中原市民センターの項中

「

                       を

                      」

「

                       に

                      」

改める。

付 則

この条例は、規則で定める日から施行する。

北九州市戸畑区中原東二丁目２番３５号

北九州市戸畑区中原西三丁目２番１号
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北九州市客引き行為等の適正化に関する条例をここに公布する。 

令和４年１０月１２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市条例第２５号 

北九州市客引き行為等の適正化に関する条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第６条） 

第２章 客引き行為等の禁止等（第７条―第１４条） 

第３章 客引き行為等対策巡視員等（第１５条・第１６条） 

第４章 北九州市客引き行為等適正化推進協議会（第１７条―第２１条） 

第５章 雑則（第２２条・第２３条） 

第６章 罰則（第２４条） 

付則 

   第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、市民等、地域団体、事業者及び市が協働して取り組む客

引き行為等の適正化に関し必要な事項を定めることにより、全ての者が公共

の場所を安全かつ快適に通行し、及び利用することができる環境の形成を図

り、もって本市の魅力と活力の向上及び安全・安心を実感することができる

まちの実現に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１） 客引き行為等 道路、公園その他の公共の用に供する場所（以下「

公共の場所」という。）において行われる次に掲げる行為をいう。 

  ア 客引き行為（不特定の者の中から相手方を特定して客となるよう勧誘

する行為をいう。以下同じ。） 

  イ 役務勧誘行為（不特定の者の中から相手方を特定して役務に従事する

よう勧誘する行為をいう。以下同じ。） 

  ウ 客引き行為又は役務勧誘行為を行う目的で、公衆の目に触れるような

方法で客引き行為又は役務勧誘行為の相手方となるべき者を待つ行為 

（２） 市民等 次に掲げる者をいう。 

  ア 市の区域内に居住する者 

  イ 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

  ウ 市の区域内に存する学校に在学する者 
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  エ アからウまでに掲げる者のほか、市の区域内に滞在する者 

（市の責務） 

第３条 市は、市民等、地域団体及び事業者並びに警察その他の関係機関と連

携し、客引き行為等の適正化のための取組を行うものとする。 

（市民等の責務） 

第４条 市民等は、自らこの条例の目的に反する客引き行為等（以下「不適正

な客引き行為等」という。）を行わないようにし、他人が不適正な客引き行

為等をしているときはこれを利用しない等客引き行為等の適正化のための活

動に自主的に取り組むよう努めるものとする。 

２ 市民等は、市、他の市民等、地域団体又は事業者が実施する客引き行為等

の適正化のための取組に協力するよう努めるものとする。 

（地域団体の責務） 

第５条 地域団体は、地域内の市民等及び事業者に対して客引き行為等の適正

化について啓発を行い、地域を巡回し、地域において不適正な客引き行為等

が行われているときはこれを注意し、及び市に通報する等客引き行為等の適

正化のための活動に自主的に取り組むよう努めるものとする。 

２ 地域団体は、市、市民等、他の地域団体又は事業者が実施する客引き行為

等の適正化のための取組に協力するよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、従業員に対して不適正な客引き行為等を行わないよう教育

し、及び指導し、不適正な客引き行為等を行わず、及び行わせないこととし

、他の事業者により不適正な客引き行為等が行われているときはこれを注意

し、市に通報し、及び利用しない等客引き行為等の適正化のための活動に自

主的に取り組むよう努めるものとする。 

２ 事業者は、市、市民等、地域団体又は他の事業者が実施する客引き行為等

の適正化のための取組に協力するよう努めるものとする。 

   第２章 客引き行為等の禁止等 

（客引き行為等禁止区域の指定等） 

第７条 市長は、全ての者が公共の場所を安全かつ快適に通行し、及び利用す

ることができる環境を形成するため、特に客引き行為等を規制する必要があ

ると認める区域を客引き行為等禁止区域（以下「禁止区域」という。）とし

て指定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により禁止区域を指定しようとするときは、あらかじ

め、第１７条第１項の北九州市客引き行為等適正化推進協議会（同項を除き

、以下「協議会」という。）の意見を聴くものとする。 
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３ 禁止区域の指定は、規則で定める事項を告示することにより行うものとす

る。 

４ 市長は、必要があると認めるときは、禁止区域の範囲を変更し、又はその

指定を解除することができる。 

５ 第２項及び第３項の規定は、前項の場合について準用する。 

（禁止区域における客引き行為等の禁止等） 

第８条 何人も、禁止区域において客引き行為等を行い、又は行わせてはなら

ない。 

２ 事業者は、前項の規定に違反する客引き行為等の相手方を客とし、又は役

務に従事させてはならない。 

（勧告） 

第９条 市長は、前条の規定に違反する行為（第２４条を除き、以下「違反行

為」という。）を行った者（以下「違反行為者」という。）に対し、当該違

反行為を行ってはならない旨を勧告することができる。 

（命令） 

第１０条 市長は、前条の規定による勧告を受けた違反行為者が正当な理由な

く当該勧告に従わないときは、当該違反行為者に対し、当該勧告に係る違反

行為を行ってはならない旨を命ずることができる。 

（報告の徴収） 

第１１条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、違反行為者に対し

、必要な報告を求めることができる。 

（立入検査） 

第１２条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に違反行

為者の店舗、事務所その他の違反行為に関係のある場所（以下「店舗等」と

いう。）に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質

問させることができる。 

２ 前項に規定する立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関

係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解してはならない。 

（公表） 

第１３条 市長は、違反行為者が正当な理由なく第１０条の規定による命令に

違反したときは、その旨及び次に掲げる事項を公表することができる。 

（１） 当該公表をされるべき者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっ

ては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地） 
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（２） 当該公表をされるべき者の店舗等の名称及び所在地 

（３） 当該命令の内容 

（４） 前３号に掲げる事項のほか、当該公表をされるべき者を特定するた

めに必要な事項 

２ 市長は、違反行為者が正当な理由なく第１１条の規定による報告の要求に

対して報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は前条第１項に規定

する立入検査を受ける者が正当な理由なく、同項の規定による検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず

、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その旨及び次に掲げる事項を公表する

ことができる。 

（１） 当該公表をされるべき者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっ

ては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地） 

（２） 当該公表をされるべき者の店舗等の名称及び所在地 

（３） 前２号に掲げる事項のほか、当該公表をされるべき者を特定するた

めに必要な事項 

３ 市長は、前２項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当

該公表をされるべき者に弁明の機会を付与しなければならない。 

（土地等の所有者等への通知） 

第１４条 市長は、前条第１項又は第２項の規定による公表をしたときは、当

該公表をされた者の店舗等の用に供されている土地又は建物の所有者又は管

理者に対し、当該公表の内容を通知することができる。 

   第３章 客引き行為等対策巡視員等 

（客引き行為等対策巡視員） 

第１５条 市は、客引き行為等の適正化のため、客引き行為等対策巡視員（以

下「巡視員」という。）を置く。 

２ 巡視員は、次に掲げる事務を行う。 

（１） 第９条の規定による勧告、第１０条の規定による命令及び第２４条

に規定する過料の処分に関する事務 

（２） 客引き行為等の適正化についての啓発に関する事務 

（３） 前２号に掲げる事務のほか、客引き行為等の適正化に関し必要な事

務 

３ 巡視員は、規則で定める要件を備える者のうちから市長が任命する。 

４ 巡視員は、その事務を行うに当たっては、その身分を示す証票を携帯し、

関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。 

（客引き行為等対策推進員） 

54



第１６条 市長は、禁止区域における客引き行為等の適正化のため、禁止区域

の地域団体の推薦に基づき、当該地域団体の構成員（事業者にあっては、そ

の従業員を含む。）のうちから客引き行為等対策推進員を委嘱することがで

きる。 

２ 前項の客引き行為等対策推進員は、違反行為者に対する注意、市への違反

行為の通報、禁止区域内の市民等及び事業者に対する啓発その他の客引き行

為等の適正化のための活動を行うものとする。 

   第４章 北九州市客引き行為等適正化推進協議会 

（設置及び所掌事務） 

第１７条 市に、北九州市客引き行為等適正化推進協議会を置く。 

２ 協議会は、市長の諮問に応じ、禁止区域の指定、範囲の変更及び指定の解

除に関する意見の具申、市が行う客引き行為等の適正化のための取組に関す

る提言等を行うものとする。 

（組織） 

第１８条 協議会は、委員６人以内で組織する。 

（委員等） 

第１９条 協議会の委員（以下「委員」という。）は、地域団体の代表者、関

係行政機関の職員、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちか

ら市長が任命する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第２０条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

５ 会長及び副会長にともに事故があるとき、又は会長及び副会長がともに欠

けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（協議会に係る委任） 

第２１条 この章に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事

項は、規則で定める。 

   第５章 雑則 

（関係機関との連携） 
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第２２条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは

、警察その他の関係機関に対し、不適正な客引き行為等に関する情報の提供

その他の必要な協力を求めることができる。 

（委任） 

第２３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は

、規則で定める。 

   第６章 罰則 

第２４条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は

、５万円以下の過料に処する。 

（１） 正当な理由なく第１０条の規定による命令に違反したとき。 

（２） 正当な理由なく第１１条の規定による報告の要求に対して報告をせ

ず、又は虚偽の報告をしたとき。 

（３） 正当な理由なく第１２条第１項の規定による検査を拒み、妨げ、若

しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは

虚偽の答弁をしたとき。 

２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ

の法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰す

るほか、その法人又は人に対しても、同項の過料を科する。 

   付 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１０条から第１４条までの

規定、第１５条第２項第１号（第９条の規定による勧告に係る部分を除く。）

の規定及び第２４条の規定は、規則で定める日から施行する。 
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北九州市中小企業融資制度に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する

条例をここに公布する。 

令和４年１０月１２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市条例第２６号 

北九州市中小企業融資制度に係る回収納付金を受け取る権利の放 

棄に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、福岡県信用保証協会（以下「保証協会」という。）が求

償権を行使して回収金を取得した場合における北九州市（以下「市」という

。）の回収納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を定めることにより、

中小企業者等の事業の再生の促進を図り、もって地域経済の振興に資するこ

とを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１） 中小企業者等 信用保証協会法（昭和２８年法律第１９６号）第２

０条第４項に規定する中小企業者等をいう。 

（２） 求償権 保証協会が、信用保証協会法第２０条第１項第１号の債務

の保証をした場合において、当該保証に係る債務（以下「保証債務」とい

う。）を履行することにより取得する、当該保証を受けた中小企業者等に

対する債権をいう。 

（３） 求償権の放棄等 求償権を放棄し、又は適正な対価なくしてこれを

譲渡することをいう。 

（４） 損失補償契約 市と保証協会との間の契約であって、保証協会が保

証債務を履行することにより被る損失に対して市が補償を行うことを定め

るものをいう。 

（５） 回収納付金 保証協会が、求償権を行使して回収金を取得した場合

において、損失補償契約に基づき市に納入しなければならない金銭をいう

。 

（求償権の放棄の承認等） 

第３条 保証協会は、損失補償契約の対象となる保証債務について、求償権の

放棄等をしようとする場合は、あらかじめ、市長の承認を得なければならな

い。 

２ 市長は、前項の承認の請求があった場合において、当該承認に係る求償権
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の放棄等が、次の各号に掲げる計画のいずれかに基づくものであり、かつ、

当該求償権の放棄等を受ける中小企業者等の事業の再生に資するものである

と認めるときは、当該求償権の放棄等を承認し、当該求償権に係る回収納付

金を受け取る権利を放棄することができる。 

（１） 産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第１３４条第２項に

規定する認定支援機関の支援を受けて作成された事業再生の計画 

（２） 産業競争力強化法第１４０条第１号の規定により独立行政法人中小

企業基盤整備機構が出資を行った同号に規定する特定投資事業有限責任組

合の支援を受けて作成された事業再生の計画 

（３） 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律（平成１０年法律第

１３２号）第５３条第１項第２号に規定する特定協定銀行である株式会社

整理回収機構の支援を受けて作成された事業再生の計画 

（４） 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機

構法（平成２１年法律第６３号）第２５条第４項後段に規定する再生支援

決定を行った中小企業者等の同条第２項に規定する事業再生計画 

（５） 産業競争力強化法第２条第２１項に規定する特定認証紛争解決手続

に基づき作成された事業再生の計画 

（６） 前各号に掲げるもののほか、中小企業者等の事業再生の計画であっ

て規則で定めるもの 

（報告） 

第４条 市長は、前条第２項の規定により回収納付金を受け取る権利を放棄し

た場合は、当該放棄をした日の属する年度の翌年度に、放棄した当該回収納

付金を受け取る権利の金額その他規則で定める事項を議会に報告しなければ

ならない。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。

  令和４年１０月１２日

北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市条例第２７号

北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例

北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条例第

８号）の一部を次のように改正する。

別表第１の学校教育関係の表の小学校の項中

「

                               を 

                              」

「                               

                              」 

改める。

付 則

（施行期日）

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 令和５年４月１日から令和７年３月３１日までの間は、改正後の別表第１

の学校教育関係の表の小学校の項中

 「                         

                    」      

 「                         

                    」      

 〃   〃 二タ松町２番１号  とあるのは、

とする。

 〃 小森江西 〃  〃   〃 羽山一丁目１２番１号

 〃 小森江東 〃  〃   〃 二タ松町２番１号 

 〃   〃 羽山一丁目１２番１号

に 〃 小 森 江 〃  〃   〃 二タ松町２番１号  
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失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和４年１０月１２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市規則第４０号 

   失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則 

 失業者の退職手当支給規則（昭和４４年北九州市規則第２５号）の一部を次

のように改正する。 

 第４条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「第９条第１項に規定する」

を「第９条第１項本文の」に改め、同条第１号中「第９条第１１項第３号」を

「第９条第１２項第３号」に、「給付」を「支給」に改める。 

 第５条第１項本文中「第９条第１項」を「第９条第１項本文」に、「受給期

間延長申請書（第１号様式）に」を「受給期間延長等申請書（第１号様式）に

医師の証明書その他同項本文に規定する理由に該当することを証明する書類及

び」に改め、同項ただし書中「受給資格証を」の次に「添えて」を加え、同条

第２項本文中「前項に規定する」を「前項本文の」に、「条例第９条第１項に

」を「当該申出をする者が条例第９条第１項本文に」に、「、条例第９条第１

項又は第３項の規定による退職手当（以下「基本手当に相当する退職手当」と

いう。）の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して４年を経過す

る日までの間（同条第１項の規定により加算された期間が４年に満たない場合

は、当該期間の最後の日までの間）」を「当該申出により加算される支給期間

の末日までの間」に改め、同条第３項中「第１項に規定する申出は、当該」を

「第１項本文の申出は、前項ただし書に規定する」に改め、同条第７項を削り

、同条第６項中「前項」を「第６項」に改め、同項を同条第８項とし、同条第

５項前段中「受給期間延長通知書」を「受給期間延長等通知書」に、「その」

を「、その」に改め、同項後段中「記載し、その書類をその者に」を「記載し

た上、その者にその書類を」に改め、同項第１号中「受給期間延長申請書」を

「受給期間延長等申請書」に、「受給期間延長通知書」を「受給期間延長等通

知書」に改め、同項第２号中「第９条第１項」を「第９条第１項本文」に、「

「受給期間延長通知書」を「受給期間延長等通知書」に改め、同項を同条第６

項とし、同項の次に次の１項を加える。 

７ 第１項本文の申出及び前項前段の規定による届出は、代理人に行わせるこ

とができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類を任命

権者に提出しなければならない。 

第５条第４項中「第１項に規定する申出」を「第１項本文の申出」に、「第

９条第１項」を「第９条第１項本文」に、「受給期間延長通知書」を「受給期
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間延長等通知書」に、「交付するとともに、受給資格証及び失業者退職手当支

給台帳（第４号様式。以下「台帳」という。）に必要な事項を記載し、受給資

格証をその者に返付しなければ」を「交付しなければ」に改め、同項に後段と

して次のように加える。 

この場合（第１項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項本文

の申出を受けた場合を除く。）において、任命権者は、受給資格証及び失業

者退職手当支給台帳（第４号様式。以下「台帳」という。）に必要な事項を

記載した上、その者に受給資格証を返付しなければならない。 

第５条第４項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 第２項ただし書の場合における第１項本文の申出は、受給期間延長等申請

書に第２項ただし書に規定する理由に該当することを証明する書類を添えて

任命権者に提出することによって行うものとする。 

 第５条の次に次の４条を加える。

第５条の２ 条例第９条第４項の規定による申出は、受給期間延長等申請書に

受給資格証を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。ただ

し、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由が

あるときは、これを添えないことができる。

２ 前項本文の申出は、当該申出をする者の退職の日の翌日から当該申出によ

り加算される支給期間の末日までの間にしなければならない。ただし、天災

その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この

限りでない。

３ 前項ただし書の場合における第１項本文の申出は、前項ただし書に規定す

る理由がやんだ日の翌日から起算して７日以内にしなければならない。

４ 第２項ただし書の場合における第１項本文の申出は、受給期間延長等申請

書に第２項ただし書に規定する理由に該当することを証明する書類を添えて

任命権者に提出することによって行うものとする。

５ 任命権者は、第１項本文の申出をした者が条例第９条第４項の規定の適用

を受ける職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を

交付しなければならない。この場合（第１項ただし書の規定により受給資格

証を添えないで同項本文の申出を受けた場合を除く。）において、任命権者

は、受給資格証及び台帳に必要な事項を記載した上、その者に受給資格証を

返付しなければならない。

６ 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号の

いずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとと

もに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において

） 
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、任命権者は、提出を受けた書類及び台帳に必要な事項を記載した上、その

者にその書類を返付しなければならない。

（１） 受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給

期間延長等通知書

（２） 求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込を

した場合 受給期間延長等通知書及び受給資格証

７ 第１項本文の申出及び前項前段の規定による届出は、代理人に行わせるこ

とができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類を任命

権者に提出しなければならない。

８ 第１項ただし書の規定は、第６項の場合について準用する。

（条例第９条第５項の規則で定める事業）

第５条の３ 条例第９条第５項の規則で定める事業は、次のとおりとする。

（１） 事業を開始した日又は事業に専念し始めた日から起算して３０日を

経過する日が支給期間の末日後であるもの

（２） 事業について条例第９条第１項又は第３項の規定による退職手当（

以下「基本手当に相当する退職手当」という。）の支給を受ける資格を有

する者（以下「受給資格者」という。）が第１３条第１項に規定する就業

手当又は再就職手当の支給を受けたもの

（３） 事業により受給資格者が自立することができないと任命権者が認め

たもの

（条例第９条第５項の規則で定める職員）

第５条の４ 条例第９条第５項の規則で定める職員は、次のとおりとする。

（１） 退職の日以前に条例第９条第５項の事業を開始し、当該退職の日後

に当該事業に専念する職員

（２） 前号に掲げるもののほか、条例第９条第５項の事業を開始した職員

に準ずるものとして任命権者が認めた職員

（支給期間の特例の申出）

第５条の５ 条例第９条第５項の規定による申出は、受給期間延長等申請書に

登記事項証明書その他同項の適用を受ける職員に該当することを証明する書

類及び受給資格証を添えて任命権者に提出することによって行うものとする

。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な

理由があるときは、これを添えないことができる。

２ 前項本文の申出は、当該申出をする者が条例第９条第５項の事業を開始し

た日（前条第１号の職員にあっては当該事業に専念し始めた日、同条第２号

の職員にあっては任命権者が定める日）の翌日から起算して２箇月以内にし
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なければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむ

を得ない理由があるときは、この限りでない。

３ 前項ただし書の場合における第１項本文の申出は、前項ただし書に規定す

る理由がやんだ日の翌日から起算して７日以内にしなければならない。

４ 第２項ただし書の場合における第１項本文の申出は、受給期間延長等申請

書に第２項ただし書に規定する理由に該当することを証明する書類を添えて

任命権者に提出することによって行うものとする 。

５ 任命権者は、第１項本文の申出をした者が条例第９条第５項の規定の適用

を受ける職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を

交付しなければならない。この場合（第１項ただし書の規定により受給資格

証を添えないで同項本文の申出を受けた場合を除く。）において、任命権者

は、受給資格証及び台帳に必要な事項を記載した上、その者に受給資格証を

返付しなければならない。

６ 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号の

いずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとと

もに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において

、任命権者は、提出を受けた書類及び台帳に必要な事項を記載した上、その

者にその書類を返付しなければならない。

（１） 受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給

期間延長等通知書

（２） 条例第９条第５項の事業を廃止し、又は休止した場合 受給期間延

長等通知書及び受給資格証

７ 第１項本文の申出及び前項前段の規定による届出は、代理人に行わせるこ

とができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類を任命

権者に提出しなければならない。

８ 第１項ただし書の規定は、第６項の場合について準用する。

 第６条第２項各号列記以外の部分中「基本手当に相当する退職手当の支給を

受ける資格を有する者（以下「受給資格者」という。）」を「受給資格者」に

改め、同項第３号中「第９条第５項又は第６項」を「第９条第６項又は第７項

」に改め、同項第４号中「第９条第７項又は第８項」を「第９条第８項又は第

９項」に改める。

 第８条第３項前段中「その」を「、その」に改め、同項後段中「第５条第４

項に規定する受給期間延長通知書」を「受給期間延長等通知書」に改める。

 第９条第３項中「第９条第９項」を「第９条第１０項」に、「公共職業訓練

等受講証明書」を「、公共職業訓練等受講証明書」に改める。
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 第１０条第１項前段中「第９条第１０項第１号又は同条第１１項第１号」を

「第９条第１１項第１号又は同条第１２項第１号」に改める。

 第１０条の２の見出し中「第９条第１０項第２号に規定する」を「第９条第

１１項第２号の」に改め、同条第１項各号列記以外の部分中「第９条第１０項

第２号アに規定する」を「第９条第１１項第２号アの」に改め、同条第２項中

「第９条第１０項第２号イに規定する」を「第９条第１１項第２号イの」に改

める。

 第１１条第１項前段中「第９条第１１項第３号」を「第９条第１２項第３号

」に改める。

 第１２条第２項前段中「第９項」を「第８項」に改め、同項後段を次のよう

に改める。

  この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

 第１２条第２項に次の表を加える。

第６条第１項 基本手当 次項第３号に規定する

高年齢求職者給付金

第６条第１項及び第３

項並びに第８条第６項

第９条第１項の 第９条第６項の

第６条第２項各号列記

以外の部分

受給資格者 第３号に規定する高年

齢求職者給付金に相当

する退職手当の支給を

受ける資格を有する者

（以下「高年齢受給資

格者」という。）

基本手当 当該高年齢求職者給付

金

第６条第３項並びに第

８条第３項前段、第４

項から第６項まで、第

７項本文及び第８項後

段

受給資格者 高年齢受給資格者

第６条第３項並びに第

８条第２項及び第７項

本文

基本手当に 高年齢求職者給付金に
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第８条第２項 前項 第１２条第１項

受給資格証 同項の高年齢受給資格

証

第８条第３項前段 受給資格証 第１２条第１項の高年

齢受給資格証

第８条第４項から第６

項まで及び第８項後段

受給資格証 高年齢受給資格証

第８条第７項本文 前項の支給日ごと 任命権者が指定する日

第６号様式 第１２号様式

 第１３条第１項前段中「第９条第１１項第４号」を「第９条第１２項第４号

」に、「第９条第１１項第５号」を「第９条第１２項第５号」に改める。

 第１４条の見出し中「第９条第１４項に規定する」を「第９条第１５項の」

に改め、同条各号列記以外の部分中「第９条第１４項に規定する」を「第９条

第１５項の」に、「ごとに」を「に応じ」に改める。

 第１号様式中「第５条関係」を「第５条、第５条の２、第５条の５関係」に

、「受給期間延長申請書」を「受給期間延長等申請書」に、

「

③ 職業に就く

ことができ

ない理由

                                」

「

③ この申請書

を提出する

理由

イ  妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により職業に就くことがで

きないため

ロ 事業を開始等したため

具体的理由

                                」

「③の」を「③のイの」に、

「 

⑤ 職業に就く

ことができ

ない期間

        」

「

に、

を

を
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⑤ 職業に就く

ことができ

ない期間又

は事業を実

施する期間

        」

改め、「第５条第１項」の次に「、第５条の２第１項及び第５条の５第１項」

を加え、「㊞」を削り、同様式の注書第２項中「「職業に就くことができない

期間」とは、③欄の理由により職業に就くことができない期間のことで」を「

期間が３年を超えるときは」に改める。

 第２号様式（表面）中「㊞」を削り、「取扱者印」を「取扱者氏名」に改め

る。

 第３号様式中「第５条関係」を「第５条、第５条の２、第５条の５関係」に

、「受給期間延長通知書」を「受給期間延長等通知書」に、

「

受給期間延長の

理     由

                                」

「

受給期間延長等

の理由

イ  妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により職業に就くことがで

きないため

ロ 事業を開始等したため

具体的理由

職業に就くこと

ができない期間

又は事業を実施

する期間

年   月   日から   年   月   日まで

                                」

「延長後」を「延長等後」に、「第５条第４項」を「第５条第５項、第５条の

２第５項及び第５条の５第５項」に、「を延長する」を「の延長等をする」に

改め、「㊞」を削り、同様式の注書第２項中「受給期間延長申請書」を「受給

期間延長等申請書」に、「職業に就くことができない」を「申請書を提出する

」に、「期間に」を「職業に就くことができない期間又は事業を実施する期間

に」に改め、同様式の注書第３項中「職業に就くことができない」を「受給期

間延長等の」に改める。

 第４号様式（表面）及び（裏面）中「取扱者印」を「取扱者氏名」に、「受

に、

を

に
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領印」を「受領者氏名」に改める。

 第６号様式中「氏名       ㊞」を「氏名」に改める。

 第７号様式、第８号様式（表面）、第９号様式（表面）、第１０号様式（表

面）及び第１１号様式（表面）中「㊞」を削る。

第１２号様式（表面）中「第８条」を「第８条第７項」に改め、「㊞」を削

る。

第１３号様式（表面）中「㊞」を削る。

 第１３号様式の２（表面）中「申請者氏名       ㊞」を「申請者氏

名」に改める。

 第１３号様式の３（表面）中「申請者氏名       ㊞」を「申請者氏

名」に改め、同様式（裏面）の注書第５項を次のように改める。

５ 事業主の記載について

（１） ⑤欄は、再就職手当に相当する退職手当の受給に係る就職日か

ら６箇月に至った時点における一週間の所定労働時間を記載すること

。

（２） ⑥欄は、事業主が求人の申込み、募集等を行う際、申請者に対

して明示した賃金額（月額）を記載すること。

（３） ⑦欄は、再就職手当に相当する退職手当の受給に係る就職日か

ら最初に到達する賃金締切日（賃金締切日が１暦月中に２回以上ある

者については各暦月の末日に最も近い賃金締切日を、日々賃金が支払

われる者等定められた賃金締切日のない者については暦月の末日をい

う。以下同じ。）まで及び各賃金締切日の翌日から次の賃金締切日ま

での期間ごとにそれぞれ記載すること。

（４） ⑧欄において、④欄から⑦欄までの記載事項の証明を行うこと

 。

第１４号様式（表面）中「を超えて」を「以上」に、「申請者氏名    

㊞」を「申請者氏名」に改め、同様式（裏面）中「を超えて」を「以

上」に改める。

 第１５号様式（表面）、第１６号様式、第１６号様式の２（表面）及び第１

６号様式の３（表面）中「㊞」を削る。

付 則

 （施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

 （経過措置）

２ 令和４年７月１日からこの条例の施行の日までの間に北九州市職員退職手
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当支給条例（昭和３８年北九州市条例第２５号）第９条第５項の事業を開始

した職員及び改正後の第５条の４各号に掲げる職員に該当するに至った者に

係る改正後の第５条の５第２項本文の規定の適用については、同項本文中「

条例第９条第５項の事業を開始した日（前条第１号の職員にあっては当該事

業に専念し始めた日、同条第２号の職員にあっては任命権者が定める日）」

とあるのは、「令和４年１０月１２日」とする。

３ この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている改正前の様式（次

項において「旧様式」という。）による書類は、改正後の様式によるものと

みなす。

４ この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取

り繕って使用することができる。
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北九州市客引き行為等の適正化に関する条例施行規則をここに公布する。

令和４年１０月１２日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第４１号

北九州市客引き行為等の適正化に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、北九州市客引き行為等の適正化に関する条例（令和４年

北九州市条例第２５号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を

定めるものとする。

（禁止区域の指定の告示等）

第２条 条例第７条第３項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

（１） 禁止区域の名称

（２） 禁止区域の区域図

（３） 禁止区域の指定年月日

２ 市長は、禁止区域を指定したときは、当該禁止区域内の公衆の見やすい場

所に、禁止区域である旨を表示した標識及び当該禁止区域の区域図を設置す

るものとする。

 （勧告の方法）

第３条 条例第９条の規定による勧告（以下「勧告」という。）は、勧告書を

交付して行うものとする。ただし、特に緊急に勧告を行う必要があるとき、

又は勧告書の交付が困難であると認められるときは、口頭で勧告をすること

ができる。

２ 前項ただし書の規定により口頭で勧告をした場合は、当該勧告をしたとき

の状況を記録し、及び当該勧告後速やかに勧告書を交付するものとする。

（命令の方法）

第４条 前条の規定は、条例第１０条の規定による命令について準用する。

（立入検査員証）

第５条 条例第１２条第２項の身分を示す証票は、立入検査員証（第１号様式

）とする。

（公表の方法等）

第６条 条例第１３条第１項又は第２項の規定による公表は、北九州市公報へ

の登載、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。

２ 条例第１３条第３項の規定による弁明の機会の付与については、北九州市

行政手続条例（平成８年北九州市条例第４号）第３章第３節の規定の例によ

る。
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（巡視員の要件等）

第７条 条例第１５条第３項の規則で定める要件は、客引き行為等の適正化に

ついて適切に対応できる知識及び経験を有すると市長が認める者であること

とする。

２ 条例第１５条第４項の身分を示す証票は、客引き行為等対策巡視員証（第

２号様式）とする。

（協議会の運営等）

第８条 協議会は、会長が招集し、協議会の議長となる。

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、及び議決をする

ことができない。

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数の

ときは、議長の決するところによる。

４ 協議会は、所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の

出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

５ 協議会の庶務は、市民文化スポーツ局において処理する。

６ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定

める。

（委任）

第９条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化スポーツ局長が別に定

める。

付 則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第４条から第６条までの規定

は、条例付則ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
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第１号様式（第５条関係）                        

（表面） 

（裏面）

    第   号 

         立 入 検 査 員 証   

所 属 

職 名 

氏 名 

上記の者は、北九州市客引き行為等の適正化に関する条例第１２条第

１項の規定により同項に規定する立入検査をする職員であることを証明

する。 

交付年月日   年 月 日   

有効期間    年 月 日から 

        年 月 日まで 

                 北九州市長      印  

北九州市客引き行為等の適正化に関する条例（抜粋） 

（立入検査） 

第１２条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に違反行為者

の店舗、事務所その他の違反行為に関係のある場所（以下「店舗等」という。）

に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させること

ができる。 

２ 前項に規定する立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人

の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解し

てはならない。

８．６センチメートル

写 真

５
．
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

71



第２号様式（第７条関係）                      

（表面）

（裏面）

                           第   号 

客引き行為等対策巡視員証

所 属 

職 名 

氏 名 

上記の者は、北九州市客引き行為等の適正化に関する条例第１５条第

１項の客引き行為等対策巡視員であることを証明する。 

交付年月日   年 月 日   

有効期間    年 月 日から 

        年 月 日まで 

                 北九州市長      印  

北九州市客引き行為等の適正化に関する条例（抜粋） 

（客引き行為等対策巡視員） 

第１５条 市は、客引き行為等の適正化のため、客引き行為等対策巡視員（以下「

巡視員」という。）を置く。 

２ 巡視員は、次に掲げる事務を行う。 

 （１） 第９条の規定による勧告、第１０条の規定による命令及び第２４条に規

定する過料の処分に関する事務 

 （２） 客引き行為等の適正化についての啓発に関する事務 

 （３） 前２号に掲げる事務のほか、客引き行為等の適正化に関し必要な事務 

３ 巡視員は、規則で定める要件を備える者のうちから市長が任命する。 

４ 巡視員は、その事務を行うに当たっては、その身分を示す証票を携帯し、関係

者から請求があったときは、これを提示しなければならない。 

写 真

５
．
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

８．６センチメートル
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北九州市中小企業融資制度に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する

条例施行規則をここに公布する。 

令和４年１０月１２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市規則第４２号 

北九州市中小企業融資制度に係る回収納付金を受け取る権利の放 

棄に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、北九州市中小企業融資制度に係る回収納付金を受け取る

権利の放棄に関する条例（令和４年北九州市条例第２６号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（事業再生の計画） 

第２条 条例第３条第２項第６号に規定する規則で定める中小企業者等の事業

再生の計画は、次に掲げる計画とする。 

（１） 自然災害による被災者又は新型コロナウイルス感染症の影響を受け

た債務者の債務整理に関するガイドラインとして市長が認めるものに基づ

き作成された中小企業者等の事業再生の計画 

（２） 中小企業の事業再生等に関するガイドラインとして市長が認めるも

のに基づき作成された中小企業者等の事業再生の計画 

（議会への報告） 

第３条 条例第４条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 放棄した回収納付金を受け取る権利の件数 

（２） 回収納付金を受け取る権利を放棄した理由 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（委任） 

第４条 この規則に定めるもののほか、回収納付金を受け取る権利の放棄に関

し必要な事項は、産業経済局長が別に定める。 

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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北九州市告示第３９９号 

 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２５条第１項の規定に

より、公立大学法人北九州市立大学の中期目標を次のとおり定めた。 

  令和４年１０月１２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

公立大学法人北九州市立大学中期目標   

はじめに 

北九州市は、人口減少、高齢化及び産業構造の変化といった課題に直面し

ており、特に若者の定着促進は、喫緊の課題となっている。 

このため、北九州市は、令和２年４月に第２期北九州市まち・ひと・しご

と創生総合戦略を策定し、新たな仕事の創出により新たな人の流れやまちの

にぎわいが生まれ、そこで更に新たな仕事が創出されるという好循環の創出

に向けて、若者の定着の一層の促進等に取り組み、誰もが住んでみたい、住

み続けたいと思えるまちづくりを目指している。 

また、国からＳＤＧｓ未来都市に選定されている北九州市では、令和１２

年（２０３０年）のあるべき姿として、ＳＤＧｓを踏まえた教育の実践によ

る「未来の人材が育つまち」、環境と経済の好循環による「ゼロカーボンシ

ティを目指すまち」等の５項目を掲げ、ＳＤＧｓの達成に向けた取組を進め

ている。 

このようなことを背景に、北九州市は、北九州市立大学が知の拠点として

、北九州市が目指すまちづくりに資することを求める。中でも、人々の生活

や企業活動の変革に大きく寄与するデジタル・トランスフォーメーション（

ＤＸ）を担う人材や起業家精神（アントレプレナーシップ）と論理的思考力

を備えたまちを支える人材を輩出し、これら人材の市内への定着を図るとと

もに、大学発の優れた技術の実用化等により新産業の創出に資する等の地域

への貢献を期待する。 

また、北九州市への愛着や誇り（シビックプライド）を胸に、社会で活躍

する人材を育成することを期待する。 

一方、１８歳人口の減少等により大学間競争が激化する中で、大学が地域

や社会の要請に応えながら発展していくためには、大学自らの強みや特色を

生かしつつ、複数の大学での人的・物的資源の共有を可能とする大学等連携

推進法人制度の導入も視野に、大学間の連携をより強固なものにしながら自

治体や産業界等と連携し、及び協力していくことが重要である。 

北九州市は、北九州市立大学が、他大学等と連携し、及び協力して北九州

市の目指すまちづくりの実現に資すること等を通じて、学生、保護者、企業
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、市民等の大学関係者（ステークホルダー）に価値ある大学として選ばれ、

更に発展していくことを期待し、ここに令和５年度から令和１０年度までの

中期目標を定める。 

第１ 中期目標の期間 

   令和５年４月１日から令和１１年３月３１日までの６年間 

第２ 教育に関する目標 

 １ 学修者本位の教育の推進 

予測困難な時代を生き抜く自律的な学修者を育成するため、教学マネジ

メントの確立、学修成果の可視化等に取り組み、学修者本位の教育を推進

する。 

 ２ 地域や社会の未来を担う人材の育成 

産業界や北九州市と連携しながら、起業家精神を有する人材の育成を図

るとともに、数理・データサイエンス・ＡＩ教育に取り組み、専門分野の

知識や技能に加えて論理的思考力及びデータ活用力を有する人材等の多様

な人材の育成に努める。 

また、我が国の科学技術・イノベーションの将来を担う博士後期課程学

生の育成に取り組む。 

なお、定員を満たしていない一部の研究科においては、大学院教育に対

する社会のニーズを把握し、それを踏まえた魅力的な大学院のあり方につ

いて検討の上、教育課程の再編に着手する。 

 ３ 国際化の推進 

学生の海外留学、外国人留学生の受入れその他の様々な形の国際交流体

験等を通じて、国や地域を超えた広い視野を持ち、グローバルに活躍する

人材を育成するとともに、学生と地域との交流を推進し、地域社会の国際

化に寄与する。 

 ４ 学生支援の充実 

多様な個性やニーズを持つ学生に向けて、修学や心身の健康等に関する

支援、就職支援の充実等、入学から就職に至るまでの適切な学生支援を実

施する。 

 ５ 入試制度の見直し及び広報の充実 

優秀な学生を安定的に確保するため、積極的かつ効果的な入試広報を実

施するとともに、入試制度や広報活動の継続的な検証及び改善に取り組む

。 

第３ 研究に関する目標 

 １ 地域課題の解決や社会の要請に応える研究の推進 
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地域課題の解決や地域産業の発展に寄与するため、市内企業等との共同

研究を推進するとともに、脱炭素技術開発、新エネルギー開発等の持続可

能な社会に向けた先端的な研究を推進し、社会的要請に応える。 

 ２ 研究成果の還元 

大学が強みや特色を持つ研究領域において、産業界等とも連携し、国内

外の研究機関、企業等が有する多様な資源を活用しながら、社会実装に向

けた研究・技術開発を進める。 

 ３ 優れた研究等への支援 

科学研究費の獲得に向けた支援、学内競争的資金の活用等により、優れ

た研究や若手研究者への支援の充実を図る。 

第４ 地域（社会）貢献に関する目標 

 １ シンクタンク機能の強化 

産業界や北九州市との連携を深めることで、高齢化、地域コミュニティ

の希薄化等といった地域や社会が直面する様々な課題に対するシンクタン

ク機能を強化し、地域の知の拠点としての社会的役割を果たす。 

 ２ ＳＤＧｓ未来都市への貢献 

ＳＤＧｓの達成に向けた様々な取組を積極的に推進し、「ＳＤＧｓ未来

都市」としての北九州市の発展に資する。 

 ３ リカレント教育の推進 

社会人等の学び直しや課題解決のニーズを踏まえたリカレント教育を積

極的に推進し、学修者が生涯学び続けられる機会の提供に努める。 

 ４ 地元就職率の向上 

学生と市内企業及び産業界のニーズをより精緻に調査し、及び分析して

地元就職支援に取り組み、地方創生の推進に寄与する。 

 ５ 大学間の連携の推進 

北九州市との連携の下、大学等連携推進法人制度等を含め、大学の強み

や特色を生かした他大学との連携のあり方について検討し、大学間の連携

の更なる推進に努める。 

第５ 管理運営等に関する目標 

 １ 業務運営の改善及び効率化 

理事長及び学長のリーダーシップの下で、戦略的に大学をマネジメント

する。 

また、ＤＸ等の推進により業務の効率化や機能強化を推進するとともに

、北方及びひびきのの両キャンパスを一元的に捉え、学内の資源配分の最

適化を図る。 

76



 ２ 財務内容の改善 

外部資金の継続的な獲得、卒業生や関係者等からの寄附金の充実等によ

る財源の多元化を進め、健全な財務運営に努める。 

 ３ 自己点検・評価、情報提供等 

自己点検・評価を適切に実施するほか、教育研究の成果や地域貢献等の

大学の取組について積極的に情報発信し、地域社会との連携の強化に努め

る。 

４ その他業務運営 

  （１） 危機管理及び法令遵守の徹底 

日常における安全管理はもとより、自然災害、感染症、海外での紛争

等が発生した際の学生等の危機管理を徹底するとともに、人権及び法令

遵守の意識の向上に取り組み、社会的信頼の確保に努める。 

（２） 教員の多様性の向上 

    教育・研究力に優れた若手、女性等の教員の積極的な採用、登用等に

より、教員の多様性の向上に努める。 
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工事名 仙水公園整備工事
工事場所 北九州市戸畑区中原西三丁目
工事内容 植栽　一式　ほか
工期 請負契約締結の日から令和５年３月３１日まで
予定価格 ２，８８０万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 造園工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 造園工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
造園工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等
本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の造園
工事で令和４年１０月１１日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の
構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１１月１日　午前１０時
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

注４　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

９　その他

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
　規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

北九州市公告第６８１号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和４年１０月１２日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和４年１０月２７日及び１０月２８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月３１日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和４年１０月１７日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月１８日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

８　入札の無
　効

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
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工事名 新門司北地区雨水管渠築造工事（４）
工事場所 北九州市門司区新門司北二丁目
工事内容 施工延長　１２４．５メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和５年３月３１日まで
予定価格 ７，００７万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和３年度又は令和４年度
  に発注した予定価格（注４）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和４年１０月１１日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成
　員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１１月１日　午前９時３５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

９　その他

北九州市公告第６８２号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和４年１０月１２日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

１　工事概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和４年１０月２７日及び同月２８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月３１日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和４年１０月１７日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月１８日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

８　入札の無
　効
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注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
一時中止をいう。

注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。

注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
定する協議をいう。

注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
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工事名 小倉中間線（網代橋）橋梁下部工工事（４－１）
工事場所 北九州市小倉南区大字合馬ほか
工事内容 仮設工　一式　ほか
工期 請負契約締結の日から令和５年３月３１日まで
予定価格 ５，５０２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和３年度又は令和４年度
  に発注した予定価格（注４）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和４年１０月１１日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成
　員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１１月１日　午前９時５５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

９　その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和４年１０月２７日及び同月２８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月３１日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和４年１０月１７日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月１８日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

８　入札の無
　効

北九州市公告第６８３号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和４年１０月１２日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

１　工事概要
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注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
一時中止をいう。

注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。

注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
定する協議をいう。

注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。
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工事名 折尾地区宅地整備（２３，２４街区）工事（４－３）
工事場所 北九州市八幡西区東筑一丁目
工事内容 宅地造成工　一式　ほか
工期 請負契約締結の日から令和５年７月３１日まで
予定価格 １億３，０９６万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

その他
この工事は、ＩＣＴ活用工事の試行対象工事である。詳細については、「ＩＣＴ活用試行工事
特記仕様書」を確認すること。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和３年度又は令和４年度
  に発注した予定価格（注４）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
  体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和４年１０月１１日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成
　員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１１月１日　午前９時１５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

９　その他

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治　　　

（１）　令和４年１０月２７日及び令和４年１０月２８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月３１日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和４年１０月１７日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月１８日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

８　入札の無
　効

北九州市公告第６８４号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和４年１０月１２日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

１　工事概要
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注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
一時中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
定する協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

　）とする。
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工事名 江川（住宅区間）護岸工事（４－４）
工事場所 北九州市若松区大字払川
工事内容 工事延長　４４．６メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和５年３月３１日まで
予定価格 ８，８７１万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和３年度又は令和４年度
  に発注した予定価格（注４）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和４年１０月１１日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成
　員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１１月１日　午前９時２０分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

９　その他

北九州市公告第６８５号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和４年１０月１２日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

１　工事概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和４年１０月２７日及び同月２８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月３１日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和４年１０月１７日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月１８日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

８　入札の無
　効

85



注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
一時中止をいう。

注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。

注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
定する協議をいう。

注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
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工事名 駅前広場整備工事（４－１）
工事場所 北九州市八幡西区折尾一丁目ほか
工事内容 工事長　２３６メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和５年３月３１日まで
予定価格 ６，９３０万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和３年度又は令和４年度
  に発注した予定価格（注４）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和４年１０月１１日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成
　員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１１月１日　午前９時４０分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

９　その他

北九州市公告第６８６号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和４年１０月１２日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

１　工事概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和４年１０月２７日及び同月２８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月３１日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和４年１０月１７日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月１８日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

８　入札の無
　効
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注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
一時中止をいう。

注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。

注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
定する協議をいう。

注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
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工事名 木屋瀬地域交流センター空調改修工事
工事場所 北九州市八幡西区野面一丁目８番３５号
工事内容 木屋瀬地域交流センターの空調改修工事
工期 請負契約締結の日から令和５年３月３１日まで
予定価格 ２，４７３万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 管工事(希望順位が第１順位であること。)
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 管工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
管工事（都市ガス若しくはＬＰガスに係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）について、
単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを
含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等

Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額
を含む。）の本市が発注した管工事（都市ガス若しくはＬＰガスに係る工事又は軽微な工事（
注３）を除く。）で令和４年１０月１１日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（
共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１１月１日　午前９時１６分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」を参照すること。

　規定する有資格業者名簿をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注４　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

（１）　この公告の日から令和４年１０月１７日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月１８日　午前９時から正午まで

北九州市公告第６８７号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和４年１０月１２日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　令和４年１０月２７日及び同月２８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月３１日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
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　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
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工事名 塩屋４６号線他道路照明ＬＥＤ化工事
工事場所 北九州市若松区ひびきのほか
工事内容 道路照明灯のＬＥＤ化工事
工期 請負契約締結の日から令和５年３月３１日まで
予定価格 ２，８６２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）につい
て、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたも
のを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が発注した予定価格１，２０
　０万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の電気工事（信号機又は電気計装設備
　に係る工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次
　のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の電気工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除く。）で令和４年１０月１１日から
　本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１１月１日　午前９時
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

北九州市公告第６８８号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和４年１０月１２日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　令和４年１０月２７日及び同月２８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月３１日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時

（１）　この公告の日から令和４年１０月１７日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月１８日　午前９時から正午まで

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

８　入札の無
　効

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した

９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
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　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。

注５　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　一時中止をいう。

　「現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」を参照すること。

注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の

92



工事名 折尾駅北側駅前広場照明設置工事（４－２）
工事場所 北九州市八幡西区折尾一丁目１２番１号
工事内容 折尾駅北側駅前広場の照明設置工事
工期 請負契約締結の日から令和５年６月３０日まで
予定価格 １，７９０万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内にあること
。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）につい
て、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたも
のを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
　１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者については
　予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が発注した
　電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消
  費税相当額を含む。）の本市が発注した電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事
　又は軽微な工事（注３）を除く。）で令和４年１０月１１日から本件開札日までの間に開札
　するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１１月１日　午前９時８分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

北九州市公告第６８９号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和４年１０月１２日

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　令和４年１０月２７日及び同月２８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月３１日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時

（１）　この公告の日から令和４年１０月１７日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月１８日　午前９時から正午まで

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金
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（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　一時中止をいう。

　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。

　「現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」を参照すること。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の

注５　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
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工事名 上到津二丁目地内雨水合流改善管渠築造工事
工事場所 北九州市小倉北区上到津二丁目

工事内容 管渠
きょ

工（開削）自由勾配側溝３００型　２２９．８メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から２３０日間
予定価格 ５，８９８万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和３年度又は令和４年度
  に発注した予定価格（注４）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和４年１０月１１日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成
　員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１１月１日　午前９時５０分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　この公告の日から令和４年１０月１７日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月１８日　午前９時から正午まで

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

８　入札の無
　効

北九州市上下水道局公告第１１３号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　令和４年１０月１２日

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　兼  尾　明  利

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

（１）　令和４年１０月２７日及び同月２８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月３１日　午前９時から午後４時３０分まで
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９　その他

注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第２
　０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時
中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事
　請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２
　６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約
　款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規定す
る協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。
　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９
注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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工事名 恒見町地内（相割川河川改修関連）管渠移設工事
工事場所 北九州市門司区恒見町

工事内容 ＲＳ管　内径３００ミリメートル　管渠
きょ

工（小口径推進）２２メートル
工期 請負契約締結の日から１４０日間
予定価格 ３，９２２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市門司区内、小倉北区内又は小倉南区内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
　（注４）５，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者に
　ついては予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が令
　和３年度又は令和４年度に発注した土木工事（推進工事に限る。）を単体又は共同企業体の
　構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない
　。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格５，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費
　税相当額を含む。）の本市が発注した土木工事（推進工事に限る。）で令和４年１０月１１
　日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でない
　こと。

技術者

（１）　この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において
　雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任
　技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができるこ
　と。
（２）　この工事の推進工事期間中は、公益社団法人日本推進技術協会の認定する推進工事技
　士資格を有する責任技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置するこ
　とができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１１月１日　午前９時４５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

（１）　令和４年１０月２７日及び同月２８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月３１日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和４年１０月１７日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月１８日　午前９時から正午まで

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

北九州市上下水道局公告第１１４号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　令和４年１０月１２日

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　兼　尾　明　利

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。
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注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第２
　０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時
中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事
　請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２
６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約
　款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規定す
る協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

８　入札の無
　効

　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

９　その他
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。
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工事名 北九州市工業用水道配水管布設替工事（４－５工区）
工事場所 北九州市戸畑区千防三丁目地内ほか
工事内容 鋳鉄管据付工　内径６００ミリメートル　８７．８メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から１９５日間
予定価格 ４，８８８万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
水道施設工事又は土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の
構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実
績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で令和４年１０月１
１日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でない
こと。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 令和４年１１月１日　午前１０時５分

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

北九州市上下水道局公告第１１５号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  北九州市上下水道局長　兼　尾　明　利

公告する。
　　令和４年１０月１２日

期間

（２）　令和４年１０月１８日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から令和４年１０月１７日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

（１）　令和４年１０月２７日及び同月２８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月３１日　午前９時から午後４時３０分まで

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

実績

　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

注４　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

９　その他
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
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　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
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工事名 菅原町地内他雨水合流改善管渠築造工事
工事場所 北九州市八幡西区菅原町ほか
工事内容 ＦＰＵ側溝３００型　６３８．９メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から３６０日間
予定価格 ８，７２２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和３年度又は令和４年度
  に発注した予定価格（注４）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和４年１０月１１日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成
　員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１１月１日　午前９時２５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　この公告の日から令和４年１０月１７日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月１８日　午前９時から正午まで

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

８　入札の無
　効

北九州市上下水道局公告第１１６号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　令和４年１０月１２日

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　兼　尾　明　利

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

（１）　令和４年１０月２７日及び同月２８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月３１日　午前９時から午後４時３０分まで
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９　その他

注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第２
　０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時
中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事
　請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２
　６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約
　款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規定す
る協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。
　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９
注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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工事名 北湊浄化センター覆蓋改築工事
工事場所 北九州市若松区大字安瀬６４番地の１５
工事内容 覆蓋改築　４６３．５平方メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和５年３月１５日まで
予定価格 ７，２５４万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和３年度又は令和４年度
  に発注した予定価格（注４）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和４年１０月１１日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成
　員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和４年１１月１日　午前９時３０分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

８　入札の無
　効

北九州市上下水道局公告第１１７号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　令和４年１０月１２日

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　兼　尾　明　利

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

（１）　令和４年１０月２７日及び同月２８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和４年１０月３１日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（１）　この公告の日から令和４年１０月１７日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１０月１８日　午前９時から正午まで

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
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９　その他

注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第２
　０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時
中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事
　請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２
　６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約
　款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規定す
る協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。
　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９
注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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